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第Ⅵ部 申請のための具体的な記載例
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（
※
）
中
小
企
業
事
業
主
と
は
、
 

 小
売
業
（
飲
食
店
を
含
む
）
 

 サ
ー
ビ
ス
業
 

 卸
売
業
 

 そ
の
他
の
業
種
 

 資
本
金
 ５

，
０
０
０
万
円
以
下
又
は
従
業
員
  
５
０
人
以
下
 

 資
本
金
 ５

，
０
０
０
万
円
以
下
又
は
従
業
員
 １

０
０
人
以
下
 

 資
本
金
  

 
 
 １

億
円
以
下
又
は
従
業
員
 １

０
０
人
以
下
 

 資
本
金
  

  
 
３
億
円
以
下
又
は
従
業
員
 ３

０
０
人
以
下
 

 
を
い
い
、
大
企
業
事
業
主
と
は
中
小
企
業
事
業
主
に
該
当
し
な
い
も
の
を
い
い
ま
す
。
 

（
※
）
 
計
画
（
変
更
）
届
の
提
出
は
郵
送
に
よ
る
提

出
が
可
能
で
す
（
郵
送
事
故
防
止
の
た
め
、
必
ず
簡
易

書
留
な
ど
配
達
の
記
録
が
残
る
方
法
で
、
郵
送
し
て
く

だ
さ
い
。
そ
の
場
合
、
提
出
期
限
ま
で
に
到
達
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
）。

 

【
出
向
実
施
計
画
（
変
更
）
届
（
出
向
元
事
業
主
）
 
記
載
例
】
 

 常
時
雇
用
す

る
労
働

者
の
数

は
届
出
日
現
在
、「

２
か
月
を
超
え

て
使
用

さ
れ
る

者
で
あ
り
、
か
つ
、
週
当

た
り

の
所

定
労

働
時

間
が

当
該

企
業

の
通

常
の

従
業

員
と

概
ね

同
等

で
あ

る
者

」
の

数
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い
。
 

（
参
考
）
 

２
か
月
を
超

え
て
使

用
さ
れ

る
者
と
は
実
態
と
し

て
２

か
月

を
超

え
て

使
用

さ
れ

て
い

る
者

の
ほ

か
、
そ
れ
以

外
の
者

で
あ
っ

て
も
雇
用
期
間
の
定

め
の
な
い
者

及
び
２

か
月
を

超
え
る
雇
用
期
間
の

定
め
の
あ
る

者
を
含

み
ま
す

。
 

 

週
当
た
り
の

所
定
労

働
時
間

が
当
該
企
業
の
通
常

の
従
業
員
と

概
ね
同

等
で
あ

る
者
と
は
、
現
に
当

該
企
業
の
通

常
の
従

業
員
の

週
当
た
り
の
労
働
時

間
が

40
時
間
で
あ
る

場
合
は

概
ね

40
時
間
で
あ
る

者
を
い
い
ま

す
。
 

出
向

元
事

業
主

が
出

向
を

開
始

す
る

日
の

前
日

（
可
能
で
あ
れ
ば
２
週
間
前
）（

天
災
そ
の
他
当
該
期

日
ま

で
に
提
出
し
な

か
っ
た
こ
と
に

つ
い
て

や
む
を

得
な

い
理
由
が
あ
る

と
き
は
、
当
該

理
由
の

や
ん
だ

後
1か

月
が
経
過
す
る
日
）
ま
で
に
提
出
し
て
い
た
だ

く
よ

う
お
願
い
し
ま

す
。
出
向
先
事

業
所
の

増
加
・

変
更

、
出
向
労
働
者

の
変
更
、
出
向

労
働
者

数
の
増

加
、

出
向
期
間
の
延

長
、
賃
金
類
型

、
支
給

申
請
頻

度
に

変
更
を
生
じ
た

と
き
は
、
そ
の

変
更
が

生
じ
る

日
の

う
ち
最
も
早
い

日
か
ら
起
算
し

て
３
か

月
前
の

日
か

ら
前
日
（
天
災

そ
の
他
当
該
期

日
ま
で

に
提
出

し
な

か
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
や
む
を

得
な
い

理
由
が

あ
る
と
き
は
、
当
該
理
由
の
や
ん
だ
後
1か

月
が
経
過

す
る

日
）
ま
で
に
速

や
か
に
変
更
内

容
を
届

け
て
く

だ
さ
い
。
 

 
た

だ
し
、
事
務
担

当
者
職
・
氏
名

、
出
向

予
定
労

働
者

、
予
定
期
間
の

範
囲
内
で
減
少

す
る
変

更
の
場

合
は
変
更
届
の
提
出
を
省
略
で
き
ま
す
。
 

大
分
類
は

P.
1
9の

「
日
本

標
準
産
業
分
類
」
を
参

考
に

、
出

向
元

事
業

所
の

主
た

る
事

業
の

大
分

類
を

記
載
し
て
く

だ
さ
い

。
企
業
規
模
は
「
大
」
又
は
「
中

小
」
の
ど
ち

ら
か
に

「
○
」

を
付
け
て
く

だ
さ
い
。
 

【
添
付
書
類
】
 

○
確
認
書
類
(1
) 

労
働
組
合
等
と
の
協
定
書
 

①
 
出
向
の
実
施
に
つ
い
て
労
働
組
合
等
と
の
間
で
締
結
し
た
協
定
書
 

※
P.
26
の
記
載
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

②
 
労
働
者
代
表
の
確
認
の
た
め
の
書
類
 

(
ｱ)
 労

働
組
合
が
あ
る
場
合
 

組
合
員
数
を
確
認
で
き
る
「
組
合
員
名
簿
」
な
ど
の
書
類
 

(
ｲ)
 労

働
組
合
が
な
い
場
合
 

「
労

働
者
代
表
選
任

書
」
、
「
委
任
状
」
な
ど

の
書
類
（
労
働

者
代
表

及

び
労
働
者
に
よ
り
氏
名
等
を
記
載
さ
れ
た
も
の
。
）
 

○
確
認
書
類
(2
) 

事
業
所
の
状
況
に
関
す
る
書
類
 

①
 
生
産
指
標
の
確
認
の
た
め
の
書
類
 

生
産
量
要
件
を
比
較
す
る
期
間
（
出
向
初
期
経
費
の
上
乗
せ
に
つ
い
て
は
該

当
す
る
場
合
の
み
）
の
、
月
ご
と
の
売
上
高
、
生
産
高
又
は
出
荷
高
を
確
認
で

き
る
「
月
次
損
益
計
算
書
」
「
総
勘
定
元
帳
」「

生
産
月
報
」
な
ど
の
書
類
 

②
 
所
定
の
労
働
日
・
労
働
時
間
・
休
日
や
賃
金
制
度
の
確
認
の
た
め
の
書
類
 

(
ｱ)
 
事
業
所
ご
と
に
定
め
ら
れ
て
い
る
、
所
定
労
働
日
・
所
定
休
日
・
所

定
労

働
時
間
等
や

、
賃
金
締
切

日
等
の
賃
金

制
度
の
規
定

を
確
認
で

き

る
「
就
業
規
則
」
「
給
与
規
定
」
な
ど
の
書
類
 

(
ｲ)
 
出
向
を
実
施
す
る
事
業
所
で
あ
っ
て
、
変
形
労
働
時
間
制
、
事
業
場

み
な
し
労
働
時
間
制
又
は
裁
量
労
働
制
を
と
っ
て
い
る
場
合
は
、
(ｱ
)に

加
え

て
、
そ
の
こ

と
に
関
す
る

労
働
組
合
等

と
の
協
定
書

（
企
画
業

務
型
裁

量
労
働
制
の

場
合
は
労
使

委
員
会
の
決

議
書
）
又
は

そ
の
監
督

署
へ
届
け
出
た
際
の
届
出
書
の
写
し
 

③
 
事
業
所
の
概
況
と
中
小
企
業
事
業
主
（
※
）
に
該
当
し
て
い
る
か
の
確
認

の
た
め
の
書
類
 

中
小

企
業
事
業
主

に
該
当
す
る

場
合
．
に
次

の
書
類
を
提

出
し
て
い

た

だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

(
ｱ)
 
事
業
内
容
と
資
本
金
を
確
認
で
き
る
「
会
社
案
内
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」

「
登
記
事
項
証
明
書
」「

法
人
税
確
定
申
告
書
」
な
ど
の
書
類
 

(
ｲ)
 
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
の
人
数
を
確
認
で
き
る
「
労
働
者
名
簿
」「

会
社
組
織
図
」
な
ど
の
書
類
 

  
○
確
認
書
類
(3
) 

出
向
契
約
に
関
す
る
書
類
 

①
 

出
向

の
実

施
に

つ
い

て
出

向
先

事
業

主
と

の
間

で
締

結
し

た
出

向
契
約

書
 

「
出
向
契
約
書
」
（
P.
27
に
示
す
事
項
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
）
 

②
 
出
向
労
働
者
が
出
向
に
同
意
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
の
た
め
の
書
類
 

各
出

向
労

働
者

本
人

が
出

向
す

る
こ

と
に

つ
い

て
同

意
し

て
い

る
旨

を
確

認
で
き
る
、
「
出
向
に
係
る
本
人
同
意
書
」
（
様
式
第
５
号
）
 

  
（
注
）
添
付
書
類
に
つ
い
て
は
、
上
に
示
し
た
も
の
以
外
の
書
類
を
提
出
し
て
頂

く
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
御
了
承
く
だ
さ
い
。
 

ま
た
、
提
出
い
た
だ
い
た
添
付
書
類
に
つ
い
て
、
出
向
の
実
施
状
況
の
確
認
等
の

た
め
に
実
施
す
る
立
入
検
査
や
事
業
所
訪
問
、
従
業
員
の
方
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
等
に
お
い
て
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

計
画

届
に

基
づ

く
出

向
期

間
中

に
支

給
を

受
け

る
（

予

定
を

含
む

）
助

成
金

等
の

有
無

及
び

有
の

場
合

は
そ

の

助
成

金
等

の
名

称
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い
。
 

変
更

届
を

提
出

す
る
場
合

に
「
○
」
を

付
け

て
く

だ
さ

い
。

複
数

当
て

は
ま

る
場

合
は

該
当

す
る

も
の

全
て

に

「
○

」
を

付
け

て
く
だ
さ
い
。
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【
出
向
先
事
業
所
別
調
書
 
記
載
例
そ
の
１
】
 

 
 

出
向

元
事

業
所

と
出

向
先

事
業

所
の

間
で

互
い

に
労

働
者
を

交
換
し

合
う
こ

と
を

指
し

ま
す

。
 

本
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク

の
「

資
本

的
、
経

済
的

、
組

織
的

関
連
性
等

か
ら
み

た
独

立
性

に
つ

い
て

」（
P
.1
1
）
を

ご
参

照
く
だ

さ
い

。
 

出
向

元
事

業
主

と
出

向
先

事
業

主
と

の
間

に
資

本
金

等
の
関

係
が
あ

る
場

合
に

は
有

と
し

、
そ

の
内

容
を

記
入
し
て

く
だ
さ

い
。

 

【
賃
金
類
型
】
 

Ａ
型
＝

 
出
向
元
 

自
社
負
担
分
を
出
向
先
へ
 

出
向
先

 
自
社
負
担
分
と
出
向
元
か
ら
提
供
さ
れ
た
分
を
併
せ
て
 

労
働
者
へ
支
払
い
 

Ｂ
型
＝

 
出
向
元
 

自
社
負
担
分
の
一
部
を
出
向
先
へ
、
残
り
の
分
を
労
働
者
へ

 
出
向
先

 
自
社
負
担
分
と
出
向
元
負
担
分
を
併
せ
て
労
働
者
へ
 

Ｃ
型
＝

 
出
向
元
 

自
社
負
担
分
と
出
向
先
負
担
分
を
併
せ
て
労
働
者
へ
 

出
向
先

 
自
社
負
担
分
を
出
向
元
へ
 

Ｄ
型

＝
 
出
向
元
 

自
社
負
担
分
と
出
向
先
負
担
分
を
併
せ
て
労
働
者
へ
 

出
向
先

 
自
社
負
担
分
の
一
部
を
出
向
元
へ
、
残
り
の
分
を
労
働
者
へ
 

Ｅ
型
＝

 
出
向
元
 

自
社
負
担
分
を
労
働
者
へ
 

出
向
先

 
自
社
負
担
分
を
労
働
者
へ
 

Ｆ
型

＝
 
出
向
元
 

全
額
自
社
負
担
で
労
働
者
へ
 

出
向
先

 
負
担
な
し
 

Ｇ
型
＝

 
出
向
元
 

負
担
な
し
 

出
向
先

 
全
額
自
社
負
担
で
労
働
者
へ
 

出
向

を
始

め
て

か
ら

何
ヶ

月
毎

に
支

給
申

請
を

行
う

か
を
○

で
囲
ん

で
く

だ
さ

い
。
 

（
変
更
を

行
う
場

合
に
は
、
必

ず
変

更
の

生
じ

る
前

日
ま

で
に
変

更
届
を

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。）
 

以
下
に
従
っ
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

○
 
出
向
先
事
業
所
に
係
る
計
画
届
・
変
更
届
（
様
式
第
１
号
の
（
８
）

欄
が

a
又
は

b
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
限
る
）
を
令
和
４
年
８
月

１
日

以
降

に
初

め
て

提
出

す
る
場

合
は
、

②
(
３

)
欄

の
出

向
開

始
予
定
日
（
裏
面
10
の
イ
に
該
当
す
る
者
に
限
る
）
の
う
ち
、
最
も
遅

い
日

及
び

当
該

日
か

ら
起

算
し
て

12
か

月
が

経
過

す
る

日
を

記
載

し
て
く
だ
さ
い
。
 

○
 
出
向
先
事
業
所
に
係
る
変
更
届
（
様
式
第
１
号
の
（
８
）
欄
が

a
又
は

b
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
限
る
）
が
令
和
４
年
８
月
１
日
以

降
で
二
回
目
以
降
の
提
出
で
あ
る
場
合
は
、
①
(２

－
１
)欄

に
は
、

次
の

イ
及

び
ロ

を
比

較
の

上
、
イ

が
遅
い

場
合

は
、

上
段
に

は
、

②
(
３

)
欄

の
出

向
開

始
予

定
日
（

裏
面
1
0
の

イ
に

該
当

す
る

者
に

限
る
）
の
う
ち
最
も
遅
い
日
を
記
載
し
、
下
段
に
は
当
該
日
か
ら
起

算
し
て
12
か
月
が
経
過
す
る
日
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
ロ

が
遅

い
場

合
は

、
①
(
２

－
２

)
欄

の
審
査

対
象

期
間

（
前
回

提
出

時
）
を
転
記
し
て
く
だ
さ
い
。
 

イ
 
②
(４

)欄
の
出
向
終
了
予
定
日
の
う
ち
最
も
遅
い
日
 

ロ
 
①
(２

－
２
)欄

の
審
査
対
象
期
間
（
前
回
提
出
時
）
の
末
日
 

○
 
変
更
届
（
様
式
第
１
号
の
（
８
）
欄
が

a
又
は

b
の
い
ず
れ
で
も

な
い
場
合
に
限
る
）
を
提
出
す
る
場
合
は
、
①
(２

－
１
)欄

に
は
、

前
回
提
出
し
た
計
画
届
・
変
更
届
の
①
（
２
－
１
）
欄
を
転
記
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
今
回
の
届
出
が
令
和
４
年
８
月
１
日
以
降
に
初

め
て
提
出
す
る
変
更
届
で
あ
る
場
合
、
ま
た
は
、
前
回
提
出
し
た
計

画
届
・
変
更
届
の
①
（
２
－
１
）
欄
が
空
欄
で
あ
る
場
合
は
記
載
不

要
で
す
。
 

前
回
提
出

し
た
計

画
届
・
変
更
届

の
①
（
２
－

１
）
欄

を
転

記
し

て
く
だ

さ
い
。
な
お
、
今
回
の

届
出
が

令
和
４

年
８

月
１

日
以

降
に
初

め
て
提

出
す
る

計
画
届
・
変
更

届
で
あ

る
場

合
、
ま

た
は
、
前
回
提

出
し

た
計
画

届
・
変
更

届
の
①
（

２
－

１
）
欄

が
空
欄
で

あ
る
場

合
は
記

載
不
要

で
す
。
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【
出
向
先
事
業
所
別
調
書
 
記
載
例
そ
の
２
】
 

 
 

そ
の

出
向

労
働

者
の

賃
金

締
切

日
が

毎
月

一
定

の
期

日
で
定

め
ら
れ

て
い

る
場

合
、
当

該
締

切
日

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
定

め
ら

れ
て

い
な

い
場

合
は

、
記

入
不

要
で
す

。
 

出
向

を
予

定
し

て
い

る
す

べ
て
の

労
働

者
ご

と
に
（

１
）
～

（
５
）
に

つ
い

て
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。
た

だ
し

、
次

の
イ

又
は

ロ
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
対

象
労

働
者

以
外

は
記

載
で

き
な

い
た

め
、

ご
注

意
く

だ
さ

い
。
 

イ
 
②

(３
)欄

の
出

向
開

始
予

定
日
（

※
）
が

こ
の

届
出

の
提

出
日

か
ら

起
算

し
て

３
か

月
以

内
で

あ
る

者
 

ロ
 
②

(４
)欄

の
出

向
終

了
予

定
日

が
、
イ

に
該

当
す

る
者

の
う

ち
出

向
開

始
予

定
日
（
※

）
の

最
も

遅
い

者
の

出
向

開
始

予
定

日
（

※
）
か

ら
起

算
し

て
1
2ヶ

月
以

内
で

あ
る

者
 

※
 

変
更

届
を

提
出

す
る

場
合

で
出

向
労

働
者

を
追

加
す

る
場

合
は

、
追

加
し

た
出

向
労

働
者

に
係

る
出

向
開

始
予

定
日

と
し

、
出

向
期

間
の

延
長

の
場

合
は

出
向

期
間

の
延

長
を

開
始

す
る

日
（

変
更

前
の

出
向

終
了

日
の

翌
日

）
と

し
ま

す
。
 

（
３
）
欄
～
（
４

）
欄

の
期

間
は

１
か

月
以

上
２

年
以

内
で
あ

る
必
要

が
あ

り
ま

す
。
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【
出
向
初
期
経
費
に
係
る
計
画
届
（
出
向
元
事
業
所
）
 
記
載
例
】
 

 
 

出
向
初
期

経
費
は

、
令

和
３

年
１

月
１

日
以
降

、
出
向

期
間

の
初

日
ま

で
に

行
っ
た
措

置
が
対

象
と

な
り

ま
す

。
 

教
育

訓
練

は
、
出

向
先

事
業

所
に

お
け

る
職

業
に

関
す

る
知

識
と

技
能

等
を

高
め

、
職

場
へ

の
適

応
性

を
高

め
る

た
め

の
も

の
で

あ
る

こ
と

等
が

必
要

で
す

。
 

（
詳

細
は

P.
16

を
ご

参
照

く
だ

さ
い

。）
 

複
数

の
対

象
労

働
者

に
同

一
の

措
置

を
実

施
す

る
予

定
で

あ
る

場
合

に
は

、
複

数
の
対
象

労
働
者

の
氏

名
を
記

載
す
る
こ

と
が
で

き
ま
す

。
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（
※
）
中
小
企
業
事
業
主
と
は
、
 

 小
売
業
（
飲
食
店
を
含
む
）
 

 サ
ー
ビ
ス
業
 

 卸
売
業
 

 そ
の
他
の
業
種
 

 資
本
金
 ５

,０
０
０
万
円
以
下
又
は
従
業
員
  
５
０
人
以
下
 

 資
本
金
 ５

,０
０
０
万
円
以
下
又
は
従
業
員
 １

０
０
人
以
下
 

 資
本
金
  

  
 
１
億
円
以
下
又
は
従
業
員
 １

０
０
人
以
下
 

 資
本
金
  

  
 
３
億
円
以
下
又
は
従
業
員
 ３

０
０
人
以
下
 

 
を
い
い
、
大
企
業
事
業
主
と
は
中
小
企
業
事
業
主
に
該
当
し
な
い
も
の
を
い
い
ま
す
。
 

（
※
）
計
画
（
変
更
）
届
の
提
出
は
郵
送
に
よ
る
提
出

が
可
能
で
す
（
郵
送
事
故
防
止
の
た
め
、
必
ず
簡
易
書

留
な
ど
配
達
の
記
録
が
残
る
方
法
で
、
郵
送
し
て
く
だ

さ
い
。
そ
の
場
合
、
提
出
期
限
日
ま
で
に
到
達
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
）。

 

 

【
出
向
実
施
計
画
（
変
更
）
届
（
出
向
先
事
業
主
）
 
記
載
例
】
 

常
時
雇
用
す

る
労
働

者
の
数

は
届
出
日
現
在
、「

２
か
月
を
超
え

て
使
用

さ
れ
る

者
で
あ
り
、
か
つ
、
週
当

た
り

の
所

定
労

働
時

間
が

当
該

企
業

の
通

常
の

従
業

員
と

概
ね

同
等

で
あ

る
者

」
の

数
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い
。
 

（
参
考
）
 

２
か
月
を

超
え

て
使
用

さ
れ

る
者
と
は
実
態
と
し

て
２

か
月

を
超

え
て

使
用

さ
れ

て
い

る
者

の
ほ

か
、
そ
れ

以
外

の
者
で

あ
っ

て
も
雇
用
期
間
の
定

め
の
な
い

者
及

び
２
か

月
を

超
え
る
雇
用
期
間
の

定
め
の
あ
る

者
を
含

み
ま
す

。
 

 

週
当
た
り

の
所

定
労
働

時
間

が
当
該
企
業
の
通
常

の
従
業
員

と
概

ね
同
等

で
あ

る
者
と
は
、
現
に
当

該
企
業
の

通
常

の
従
業

員
の

週
当
た
り
の
労
働
時

間
が

40
時
間
で
あ

る
場

合
は

概
ね

40
時
間
で
あ
る

者
を
い
い
ま

す
。
 

こ
の
書
類
は
出
向
先
事
業
主
が
作
成
し
、
出
向
元
事

業
所
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
出
向
元
事
業
所
が
取
り

ま
と
め
て
届
出
を
行
い
ま
す
。
 

出
向
元
事
業
主
が
出
向
を
開
始
す
る
日
の
前
日
（
可

能
で
あ
れ
ば
２
週
間
前
）
（
天
災
そ
の
他
当
該
期
日
ま

で
に

提
出

し
な

か
っ

た
こ

と
に

つ
い

て
や

む
を

得
な

い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
理
由
の
や
ん
だ
後
1か

月
が
経
過
す
る
日
）
ま
で
に
提
出
し
て
い
た
だ
く
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。
出
向
先
事
業
所
の
増
加
・
変
更
、
出

向
労
働
者
の
変
更
、
出
向
労
働
者
数
の
増
加
、
出
向
期

間
の
延
長
、
賃
金
類
型
、
支
給
申
請
頻
度
に
変
更
を
生

じ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
が
生
じ
る
日
の
う
ち
最
も
早

い
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
前
の
日
か
ら
前
日
（
天
災

そ
の

他
当

該
期

日
ま

で
に

提
出

し
な

か
っ

た
こ

と
に

つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
理

由
の
や
ん
だ
後
1か

月
が
経
過
す
る
日
）
ま
で
に
速
や

か
に
変
更
内
容
を
届
け
て
く
だ
さ
い
。
 

 
た
だ
し
、
事
務
担
当
者
職
・
氏
名
、
出
向
予
定
労
働

者
、
予
定
期
間
の
範
囲
内
で
減
少
す
る
変
更
の
場
合
は

変
更
届
の
提
出
を
省
略
で
き
ま
す
。
 

大
分
類
は

P.
19
の
「
日
本

標
準
産
業
分
類
」
を
参

考
に

、
出

向
先

事
業

所
の

主
た

る
事

業
の

大
分

類
を

記
載
し
て
く

だ
さ
い

。
企
業
規
模
は
「
大
」
又
は
「
中

小
」
の
ど
ち

ら
か
に

「
○
」

を
付
け
て
く
だ
さ
い
。
 

【
添
付
書
類
】
 

○
確
認
書
類
(2
) 

 事
業
所
の
状
況
に
関
す
る
書
類
 

①
 

受
け

入
れ

て
い

る
派

遣
労
働

者
の
人

数
の

確
認

の
た
め

の
書

類
（
派
遣
労
働
者
を
受
け
入
れ
て
い
る
場
合
）
 

比
較
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
月
ご
と
の
月
末
の
人
数
を
確
認
す
る
こ
 

と
が
で
き
る
「
派
遣
先
管
理
台
帳
」
 

②
 
所
定
の
労
働
日
・
労
働
時
間
・
休
日
や
賃
金
制
度
の
確
認
の
た
め

の
書
類
 

(
ｱ)
 
事
業
所
ご
と
に
定
め
ら
れ
て
い
る
、
所
定
労
働
日
・
所
定
休

日
・
所
定
労
働
時
間
等
や
、
賃
金
締
切
日
等
の
賃
金
制
度
の
規

定
を
確
認
で
き
る
「
就
業
規
則
」
「
給
与
規
定
」
な
ど
の
書
類
 

(
ｲ)
 
出
向
を
実
施
す
る
事
業
所
で
あ
っ
て
、
変
形
労
働
時
間
制
、

事
業
場
み
な
し
労
働
時
間
制
又
は
裁
量
労
働
制
を
と
っ
て
い
る

場
合
は
、
(ｱ
)に

加
え
て
、
そ
の
こ
と
に
関
す
る
労
働
組
合
等
と

の
協
定
書
（
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
の
場
合
は
労
使
委
員
会

の
決
議
書
）
又
は
そ
の
監
督
署
へ
届
け
出
た
際
の
届
出
書
の
写

し
 

③
 
事
業
所
の
概
況
と
中
小
企
業
事
業
主
（
※
）
に
該
当
し
て
い
る
か

の
確
認
の
た
め
の
書
類
 

中
小
企
業
事
業
主
に
該
当
す
る
場
合
．
に
次
の
書
類
を
提
出
し

て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

(
ｱ)
 
事
業
内
容
と
資
本
金
を
確
認
で
き
る
「
会
社
案
内
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
」「

法
人
税
確
定
申
告
書
」
な
ど
の
書
類
 

(
ｲ)
 
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
の
人
数
を
確
認
で
き
る
「
労
働
者
名

簿
」
「
会
社
組
織
図
」
な
ど
の
書
類
 

 

（
注
）
添
付
書
類
に
つ
い
て
は
、
上
に
示
し
た
も
の
以
外
の
書
類
を
提

出
し
て
頂
く
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
御
了
承
く
だ
さ
い
。
 

ま
た
、
提
出
い
た
だ
い
た
添
付
書
類
に
つ
い
て
、
出
向
の
実
施
状
況
の
確

認
等
の
た
め
に
実
施
す
る
立
入
検
査
や
事
業
所
訪
問
、
従
業
員
の
方
へ
の

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
等

に
お

い
て

使
用

さ
せ

て
い

た
だ

く
こ

と
が

あ
り

ま
す
。
 

②
（
１
）
の
期
間
中
に
支
給
を
受
け
る
（
予
定
を
含
む
）
助
成
金
等
の
有
無
及
び
有
の
場
合
は

そ
の
助

成
金
等
の
名
称
を

記
載
し
て
く
だ
さ
い

。
ま
た
、
事
業
所

に
お
い
て

雇
用
す
る
雇

用
保
険

被
保
険
者

が
休
業
支

援
金

を
受
給
し
て

い
る
場
合
は

、
有
に

｢○
｣を

付
け
た

上
で

右
欄

に
｢休

業
支
援

金
｣と

記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

出
向
元

事
業
所
と
出
向
先

事
業
所
の
間
で
互
い

に
労
働
者
を
交
換

し
合
う
こ
と
を
指
し
ま

す
。
 

本
ガ

イ
ド

ブ
ッ

ク
の
「
資
本
的
、
経

済
的

、
組

織
的

関

連
性

等
か

ら
み

た
独

立
性

に
つ

い
て
」（

P.
3）

を
ご
参

照
く
だ
さ
い
。
 

該
当

す
る

選
択

肢
を

○
で

囲
ん

で

く
だ
さ
い
。
 

変
更

届
を

提
出

す

る
場
合

に
「
○
」
を

付
け

て
く

だ
さ

い
。

複
数

当
て

は

ま
る

場
合

は
該

当
す

る
も

の
全

て
に

「
○

」
を

付
け

て

く
だ
さ
い
。
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【
出
向
初
期
経
費
に
係
る
計
画
届
（
出
向
先
事
業
所
）
 
記
載
例
】
 

 

 
 

出
向
初
期

経
費
は

、
令

和
３

年
１

月
１

日
以
降

、
出
向

期
間

の
初

日
ま

で
に

行
っ
た
措

置
が
対

象
と

な
り

ま
す

。
 

教
育

訓
練

は
、
出

向
先

事
業

所
に

お
け

る
職

業
に

関
す

る
知

識
と

技
能

等
を

高
め

、
職

場
へ

の
適

応
性

を
高

め
る

た
め

の
も

の
で

あ
る

こ
と

等
が

必
要

で
す

。
 

（
詳

細
は

P.
16

を
ご

参
照

く
だ

さ
い

。）
 

複
数

の
対

象
労

働
者

に
同

一
の

措
置

を
実

施
す

る
予

定
で

あ
る

場
合

に
は

、
複

数
の
対
象

労
働
者

の
氏

名
を
記

載
す
る
こ

と
が
で

き
ま
す

。
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【
出
向
元
事
業
所
の
事
業
活
動
の
状
況
に
関
す
る
申
出
書
 
記
載
例
】
 

 
 

【
計

画
届
ま

た
は
変

更
届
の

提
出

時
】
 

出
向
を

開
始

す
る

日
の

前
日

（
可

能
あ

れ
ば

２
週

間
前
）

ま
で
に

計
画

届
に

併
せ

て
提
出
し

て
く

だ
さ

い
。

た
だ

し
、

出
向
を

開
始

す
る

日
の

前
日
ま
で

に
提

出
が

困
難

で
あ

る
場

合
は
、

計
画

届
を

提
出

し
た
日
か

ら
起

算
し

て
１

ヶ
月

を
経

過
す
る

日
又

は
初

回
の

支
給
申
請

書
の

提
出

日
の

い
ず

れ
か

早
い
日
ま

で
に
提

出
す
る

こ
と
が

で
き
ま

す
。
 

計
画
届

の
審

査
は

全
て

の
書

類
の

提
出

後
と

な
り

ま
す
の

で
、
提

出
期

限
に

関
わ

ら
ず
可
能

な
限

り
お

早
め

に
ご

提
出

く
だ
さ
い

。
 

○
Ａ
、
Ｂ
欄
は
、
１
か
月
の
値
 

○
Ｄ
、
Ｅ
欄
は
、
３
か
月
の
平
均
値
 

 
(Ｄ

.
Ｅ
欄
は
生

産
指
標

の
３
か
月

の
平
均
値

が
前
年
同

期
と
比

較
し
て

2
0％

以
上

減
少
し
出

向
初
期
経

費
の
加

算
を
希

望
す
る
事

業
主
の
み

記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

) 
例
：
出
向
開
始
の
日
…
令
和
３
年
９
月
１
日
 

計
画
届
の
提
出
日
…
令
和
３
年
８
月

16
日
 
 

Ａ
欄
記
入
値
…
…
…
令
和
３
年
７
月
の
値
 

Ｂ
欄
記
入
値
…
…
…
令
和
２
年
７
月
の
値
 

Ｄ
欄

記
入

値
…

…
…

令
和

３
年

５
～

７
月

の
平
均
値
 

Ｅ
欄

記
入

値
…

…
…

令
和

２
年

５
～

７
月

の
平
均
値
 

※
Ａ
、
Ｂ

、
Ｄ
、

Ｅ
欄
に

計
算
の
結

果
端
数
が

生
じ
る
場

合
は
、

小
数
点

以
下
を
四

捨
五
入

し
て
下
さ

い
。
Ｃ

、
Ｆ
欄

は
計
算
の

結
果
、

小
数
点
以

下
の
端

数
が
生

じ
る
場
合

は
、
小

数
点
以
下

第
２
位

ま
で
記

載
し
、
第

３
位
以

降
を
…
と
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

※
Ａ
と
Ｂ
の
比
較
は
、
 

①
計
画
届

ま
た
は

延
長
届

の
提
出
日

の
属
す
る

月
の
前
月

と
平
成

3
1年

１
月
か
ら
２

年
前
ま

で
の

い
ず

れ
か

の
同

じ
１

か
月

と
の

比
較

（
５
％
の
減
少
が
要
件
）
 

②
計
画
届

の
提
出

日
の
属

す
る
月
の

前
月
と
計

画
届
の
提

出
日
の

属
す
る

月
の
前
々

月
か
ら

直
近

１
年

の
い

ず
れ

か
の

月
と

の
比

較
（
５
％
の
減
少
が
要
件
）
 

の
い
ず
れ

か
（
延

長
届
の

提
出
時
は

①
の
み
）

に
よ
る
比
較
も
可
能
で
す
。
 

 ※
Ｃ
欄
の

値
が
9
5
以
下
の

場
合
に
支

給
対
象
と

な
り
ま
す
。
 

※
Ｆ
欄
の

値
が
8
0
以
下
の

場
合
に
出

向
初
期
経

費
助
成
の
上
乗
せ
に
該
当
し
ま
す
。
 

※
出
向
労

働
者
の

追
加
や

出
向
期
間

の
延
長
に

伴
い
、
出

向
先
事

業
所
ご

と
の
労
働

者
の
出

向
終
了
日

が
審
査

対
象
期

間
（
３
（

１
）
ウ

「
計
画
届

に
記
載

で
き
る

対
象
労
働

者
の
出

向
時
期
」
（

P.
2
2）
）
の
末

日
を
超
え

る
変
更

届
を
提
出

す
る
場

合
は
本

様
式
を
改

め
て
作

成
し
、
変

更
届
と

併
せ
て

提
出
し
て

く
だ
さ

い
。
こ
の
場
合

、「
計
画
届
の
提
出
日
」
と
な

っ
て
い
る

部
分
は

「
変
更

届
の
提
出

日
」
と

読
み
替
え
ま
す
。
 

売
上

高
に

よ
り

が
た

い
場

合
は

生
産

高
等

を
括

弧
内

に
記

入
し

て
生

産
実

績
表

、
出

荷
伝

票
等

の
添

付
書

類
を
併

せ
て
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。
 

 
添

付
書
類

の
例

 
○

建
 

設
 

業
…

…
総

合
推

移
損

益
計

算
書

、
工

事
請

負
契

約
書

等
 

○
電
気
工

事
業
…

…
工

事
請

負
契

約
書

等
 

○
製
 

造
 
業
…

…
総
勘

定
元

帳
、
生

産
実

績
表

、
出

荷
伝

票
等

 
○

運
 

送
 
業
…

…
出
荷

伝
票

等
 

○
サ
ー
ビ

ス
業
…

…
損

益
計

算
書

、
総

勘
定

元
帳

等
 

 ※
 

例
示

し
た

書
類

以
外

に
も

提
示

を
求

め
る

こ
と

が
あ
り
ま

す
。

 
※

 
初

回
の

提
出

時
に

利
用

し
た

生
産

指
標

は
、

以
降

の
提

出
時

に
お

い
て

原
則

と
し

て
変

更
は

で
き

ま
せ
ん
。

 

【
延

長
届
の

提
出
時

】
 

延
長
希

望
日

か
ら

起
算

し
て

３
か

月
前

の
日

か
ら

の
前
日

ま
で
に

延
長

届
に

併
せ

て
提
出
し

て
く

だ
さ

い
。

た
だ

し
、

延
長
希

望
日

の
前

日
ま

で
に
提
出

が
困

難
で

あ
る

場
合

は
、

延
長
届

を
提

出
し

た
日

か
ら
起
算

し
て

１
ヶ

月
を

経
過

す
る

日
又
は

当
該

延
長

届
に

係
る
初
回

の
支

給
申

請
書

の
提

出
日

の
い
ず
れ

か
早
い

日
ま
で

に
提
出

す
る
こ

と
が
で

き
ま
す

。
 

延
長
届

の
審

査
は

全
て

の
書

類
の

提
出

後
と

な
り

ま
す
の

で
、
提

出
期

限
に

関
わ

ら
ず
可
能

な
限

り
お

早
め

に
ご

提
出

く
だ
さ
い

。
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【
出
向
先
事
業
所
の
雇
用
指
標
の
状
況
に
関
す
る
申
出
書
 
記
載
例
】
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
Ⅰ
の
Ａ
、
Ｂ
欄
は
、
３
か
月
の
値
 

○
Ⅱ
の
Ａ
、
Ｂ
欄
は
、
１
か
月
の
値
 

例
：
出
向
開
始
の
日
…
令
和
３
年
９
月
１
日
 

計
画
届
の
提
出
日
…
令
和
３
年
８
月

16
日
 
 

Ⅰ
の

Ａ
欄

記
入

値
…

…
…

令
和

３
年

５
～

７
月
の
値
 

Ⅰ
の

Ｂ
欄

記
入

値
…

…
…

令
和

２
年

５
～

７
月
の
値
 

Ⅱ
の

Ａ
欄

記
入

値
…

…
…

令
和

３
年

７
月

の
値
 

Ⅱ
の

Ｂ
欄

記
入

値
…

…
…

令
和

２
年

７
月

の
値
 

※
 ①

計
画

届
ま

た
は

延
長

届
の

提
出

日
の

属
す
る
月
の
前
月
と
前
年
同
期
と
の
比
較
 

②
計

画
届

又
延

長
届

の
提

出
日

の
属

す
る

月
の

前
月

と
計

画
届

の
提

出
日

の
属

す
る

月
の

前
々

月
か

ら
直

近
１

年
の

い
ず

れ
か
の
月
と
の
比
較
（
①
に
よ
る
比
較
が

で
き
な
い
場
合
に
限
る
）
 

の
い
ず
れ

か
に
よ

る
比
較

も
可
能
で

す
。
こ

の
場
合
は
Ⅱ
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 ※
 
Ⅰ
に

よ
る
比

較
を
行

っ
た
場
合

は
④
の
Ａ

の
値
が
Ｂ
の
値
に
対
し
て
、
 

・
中
小
企

業
の
場

合
、
４

名
以
上
か

つ
1
0％

を
超
え
る
減
少
 

・
中

小
企

業
以

外
の

場
合

、
６

名
以

上
か

つ
５
％
を
超
え
る
減
少
 

が
な
い
場

合
は
、

支
給
対

象
事
業
主

と
な
り
得

ま
す
。
 

 ※
 
Ⅱ
に

よ
る
比

較
を
行

っ
た
場
合

は
③
の
Ａ

の
値
が
Ｂ
の
値
に
対
し
て
、
 

・
中
小
企

業
の
場

合
、
４

名
以
上
か

つ
1
0％

を
超
え
る
減
少
 

・
中

小
企

業
以

外
の

場
合

、
６

名
以

上
か

つ
５
％
を
超
え
る
減
少
 

が
な
い
場

合
は
、

支
給
対

象
事
業
主

と
な
り
得

ま
す
。
 

 ※
 
出
向

労
働
者

の
追
加

や
出
向
期

間
の
延
長

に
伴
い
、

出
向
先

事
業
所

ご
と
の
労

働
者
の
出

向
終
了
日
が
審
査
対
象
期
間
（
３
（
１
）
ウ
「
計

画
届

に
記

載
で

き
る

対
象

労
働

者
の

出
向

時
期
」
（

P.
2
2）
）
の

末
日
を

超
え
る
変

更
届
を
提

出
す
る
場

合
は
本

様
式
を

改
め
て
作

成
し
、
計

画
届
の
変

更
と
併

せ
て
提

出
し
て
く

だ
さ
い
。

こ
の
場
合

、「
計
画
届
の
提
出
日
」
と
な
っ
て
い

る
部
分
は

「
変
更

届
の
提

出
日
」
と

読
み
替
え

ま
す
。
 

※
 
Ａ
、
Ｂ
欄
に

計
算

の
結

果
端

数
が

生
じ
る

場
合
は

、
小

数
点

以
下

を
切

り
捨
て
て

下
さ
い

。
 

①
欄
に
つ

い
て
は

、
 

・
出

向
先

事
業

所
に

雇
用

さ
れ

て
い

る
労

働
者
（
雇

用
保
険

被
保

険
者

に
限

る
）

  
②

欄
に
つ

い
て
は

、
 

・
派

遣
労

働
者

と
し

て
出

向
先

事
業

所
に

役
務
の
提

供
を
行

っ
て

い
る

者
 

の
各

月
末

の
人

数
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

【
計

画
届
ま

た
は
変

更
届
の

提
出

時
】
 

出
向

を
開

始
す

る
日
の

前
日

（
可

能
あ

れ
ば
２

週
間

前
）

ま
で
に

計
画

届
に

併
せ
て
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

た
だ

し
、
出

向
を

開
始

す
る
日
の

前
日

ま
で

に
提

出
が

困
難

で
あ
る

場
合

は
、

計
画
届
を

提
出

し
た

日
か

ら
起

算
し

て
１
ヶ

月
を

経
過

す
る
日
又

は
初

回
の

支
給

申
請

書
の

提
出
日

の
い

ず
れ

か
早
い
日

ま
で

に
提

出
す

る
こ

と
が
で
き

ま
す
。
 

計
画

届
の

審
査

は
全
て

の
書

類
の

提
出

後
と
な

り
ま

す
の

で
、
提

出
期

限
に

関
わ
ら
ず

可
能

な
限

り
お

早
め

に
ご
提
出

く
だ
さ

い
。
 

【
延

長
届
の

提
出
時

】
 

延
長

希
望

日
か

ら
起
算

し
て

３
か

月
前

の
日
か

ら
の

前
日

ま
で
に

延
長

届
に

併
せ
て
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

た
だ

し
、
延

長
希

望
日

の
前
日
ま

で
に

提
出

が
困

難
で

あ
る

場
合
は

、
延

長
届

を
提
出
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

１
ヶ

月
を
経

過
す

る
日

又
は
当
該

延
長

届
に

係
る

初
回

の
支

給
申
請

書
の

提
出

日
の
い
ず

れ
か

早
い

日
ま

で
に

提
出
す
る

こ
と
が

で
き
ま

す
。
 

延
長

届
の

審
査

は
全
て

の
書

類
の

提
出

後
と
な

り
ま

す
の

で
、
提

出
期

限
に

関
わ
ら
ず

可
能

な
限

り
お

早
め

に
ご
提
出

く
だ
さ

い
。
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P
.
2
7
に

記
載

の
(
1)

～
(
4)

に
つ

い
て

は
、
必
ず

記
載
し

て
く
だ

さ
い
。
 

【
出
向
協
定
書
 
作
成
例
】
 

 
 

 

・
出

向
の

実
施

を
予

定
し

て
い

る
時

期
（

始
期
・
終
期

）
と

 
期

間
（

年
月

数
）

を
記
載
し

て
下
さ

い
。

 
・

出
向

労
働

者
が

複
数

お
り

時
期

・
期

間
の

パ
タ

ー
ン

が
複

数
あ

る
場

合
や

、
協

定
の

締
結

段
階

で
具

体
的

な
出

向
労

働
者

が
未

確
定

で
あ

る
な

ど
の

理
由

で
時

期
・
期
間

を
確
定

で
き

な
い

場
合

は
、
時

期
・

期
間

の
最

大
幅

及
び

そ
の

範
囲

内
で

の
各

出
向

労
働

者
の

予
定

期
間

（
２

年
以

内
に

限
る

）
を

記
載

す
る

こ
と

も
可

能
で
す

。
 

本
作

成
例

は
あ

く
ま

で
例

示
の

一
つ

で
あ

り
、

実
際

の
協

定
書

の
作

成
に

あ
た

っ
て

は
、
出
向
元

事
業
主
・
労
働
組
合

等
の
代

表

者
の
双
方

で
協
議

を
お
願

い
し
ま

す
。
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【
出
向
契
約
書
 
作
成
例
 
そ
の
１
】
 

 
 

次
の
契
約

書
は
あ

く
ま
で

例
示
の

一
つ
で

あ
り
、

実
際
の

契
約
書

の
作
成

に
あ
た

っ
て
は

、
出
向

元
事
業

主
・
出

向
先
事

業
主
の

双
方
で

協
議
を

お
願
い

し
ま
す

。
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【
出
向
契
約
書
 
作
成
例
 
そ
の
２
】
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【
出
向
に
係
る
本
人
同
意
書
 

記
載
例
】
 

 
 

支
給

申
請

す
る

出
向

労
働

者
全

員
分
を

提
出
し

て
く

だ
さ

い
。

こ
の

同
意

書
が

提
出

さ
れ

な
い

者
に
つ
い

て
は
、
支
給

対
象

外
と

な
り
ま
す

。
 

な
お
、
出

向
労
働

者
と

の
間

で
元

々
予

定
し

て
い

た
出

向
に

つ
い

て
既

に
計

画
届

と
と

も
に

本
同

意
書

を
提

出
し

て
い

る
場

合
で

あ
っ
て

も
、
 

・
出

向
期

間
の

変
更

(
短

縮
を

除
く

)（
※
）
 

・
出
向
先

事
業
所

の
変

更
 

が
あ
っ
た

場
合
に

は
、
計

画
届

の
変

更
に

併
せ

て
こ

の
同

意
書

を
再

提
出
す

る
こ
と

が
必

要
で

す
。
 

 (
※

)例
え

ば
、
令

和
３

年
1
0月

１
日

～
令

和
３

年
1
2
月

3
1
日

に
予

定
し

て
い

た
３

か
月

の
出

向
に

つ
い
て
同

意
を
得

て
い

た
場

合
、

当
該

３
か

月
の

出
向

の
期

間
が

変
更

な
く

と
も

実
施

時
期

が
前

倒
し
（
例

え
ば
令

和
３

年
９

月
１

日
～
令
和

３
年

11
月

3
0日

）
に

な
っ

た
り
、
後

ろ
倒
し
（

例
え

ば
令

和
３

年
1
1
月

3
0
日

～
令

和
４

年
１

月
3
1日

）
に
な

る
場

合
に

も
、

再
度

こ
の

同
意

書
の

作
成

が
必

要
で
す
。
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【
支
給
申
請
書
 
（
出
向
元
事
業
主
部
分
）
記
載
例
 
そ
の
１
】
 

  
 

様
式

第
１

号
の

計
画

届
別

紙
１

に
記

載
し

た
支
給
申

請
頻
度

を
選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
 

様
式

第
１

号
の

計
画

届
に

記
載

し
た

産
業

分
類
の
大

分
類
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

今
回

支
給

申
請

す
る

支
給

対
象

期
中

に
要

し
た

出
向

初
期

経
費

と
出

向
運

営
経

費
の

合
計
と

し
て

、
様
式

第
６

号
（

４
）
⑰

の
出

向
元

事
業

所
欄

の
額

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。
 

出
向
元
事
業

所
に
お

い
て
、
支
給
対
象
期
中
に
、
他
の
事
業

主
に

雇
用

さ
れ

て
い

る
雇

用
保

険
被

保
険

者
を
出

向
に

よ
り

雇
い

入
れ

て
い

た
か

否
か

、
併

給
調

整
の

対
象
と

な
る

助
成

金
等

の
支

給
対

象
と

な
る

労
働

者
を

雇
入

れ
て

い
た

か
否

か
、
又
は
本

助
成
金

以
外
で

国
・
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
補
助

金
等
を
受
け

て
い
た

か
否
か
、
も
し
く
は
、
申
請
す
る
予
定
が

あ
る
か
ど
う

か
に
つ

い
て
、「

有
」
又
は
「
無
」
の
ど
ち
ら
か

に
「
○
」
を
付
け

て
く
だ

さ
い
。「

有
」
の
場
合
は
受
給
し
て

い
る
（
受
給

す
る
）
助
成

金
等
の
具
体
的
な
名
称
を
記
入
し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

欄
に

記
入

し
き

れ
な

い
場
合

は
、

別
紙

（
様
式
任
意

）
に
ま

と
め
て
く
だ
さ
い
。

 

今
回

支
給

申
請

す
る

支
給

対
象

期
中

の
出

向
労

働
者

の
数

の
合

計
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い
。

 

①
(5
)
お

よ
び

②
(5
)
欄

に
は

、
様

式
第

1
号

①
(3
)
「

企
業

規
模

」
欄

お
よ

び
様

式
第

２
号

①
(3
)「

企
業
規
模
」
欄
で
○
を
付
け
た
も
の
と

異
な

る
内

容
で

申
請

す
る

場
合

の
み

○
を

付
け

て
く
だ
さ
い
。
 

【
同
時
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
支
給
申
請
書
様
式
】
 

(1
)様

式
第
６
号
（
以
下
の

a～
c
の
う
ち
該
当
す
る
も
の
）
 

a
 

出
向

元
事

業
主
が

出
向

先
事
業

主
に

対
し

て
賃

金
の

全
部

又
は
一
部
を
補
助
す
る
 

(a
)
 
出
向
先
事
業
主
が
出
向
労
働
者
に
対
し
て
賃
金
を
支
払

う
【
Ａ
型
】
 

・
様
式
第
６
号
(2
)a
 

・
様
式
第
６
号
(4
) 

(b
)
 
出
向
元
事
業
主
と
出
向
先
事
業
主
の
両
方
が
出
向
労
働

者
に
対
し
て
賃
金
を
支
払
う
【
Ｂ
型
】
 

・
様
式
第
６
号
(2
)b
 

・
様
式
第
６
号
(4
) 

b 
出
向
元
事
業
主
が
出
向
労
働
者
に
対
し
て
賃
金
を
支
払
う
 

(a
)
 
出
向
元
事
業
主
が
出
向
先
事
業
主
か
ら
賃
金
の
全
部
又

は
一
部
の
補
助
を
受
け
る
【
Ｃ
型
】
 

・
様
式
第
６
号
(2
)c
ｄ
 

・
様
式
第
６
号
(4
) 

(b
)
 
出
向
元
事
業
主
が
出
向
先
事
業
主
か
ら
賃
金
の
一
部
の

補
助
を
受
け
、
出
向
先
事
業
主
が
賃
金
を
支
払
う
【
Ｄ
型
】 

 
 ・

様
式
第
６
号
(2
)c
ｄ
 

 
 ・

様
式
第
６
号
(4
) 

(c
)
 
出
向
元
事
業
主
と
出
向
先
事
業
主
の
両
方
が
出
向
労
働

者
に
対
し
て
賃
金
を
支
払
う
（
出
向
元
事
業
主
と
出
向
先

事
業
主
間
の
賃
金
の
補
助
は
な
い
）【

Ｅ
型
】
 

・
様
式
第
６
号
(2
) 
ef
g 

・
様
式
第
６
号
(4
) 

(d
)
 
出
向
元
事
業
主
が
出
向
労
働
者
に
対
し
て
全
額
賃
金
を

支
払
う
【
Ｆ
型
】
 

・
様
式
第
６
号
(2
) 
ef
g 

・
様
式
第
６
号
(4
) 

c 
出
向
先
事
業
主
の
み
が
労
働
者
に
対
し
て
賃
金
を
支
払
う
【
Ｇ

型
】
 

・
様
式
第
６
号
(2
) 
ef
g 

・
様
式
第
６
号
(4
) 

(2
)
様

式
第

６
号

別
紙

(
出

向
初

期
経

費
に

つ
い

て
申

請
す

る
場

合
) 

【
添
付
書
類
】
 

○
 
支
給
要
件
確
認
申
立
書
（
様
式
第
６
号
（
５
））

 
○
確
認
書
類
(4
)（

出
向
の
実
績
に
関
す
る
書
類
）（

→
p.
32
参
照
） 

①
 
出
向
の
事
実
、
出
向
の
時
期
、
出
向
労
働
者
の
人
数
、
出

向
の
形
態
と
雇
用
関
係
及
び
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
の
確

認
の
た
め
の
書
類
 

②
 
出
向
労
働
者
の
賃
金
の
支
払
い
状
況
等
の
確
認
の
た
め
の

書
類
 

（
助
成
率
の
上
乗
せ
を
希
望
す
る
場
合
）
 

○
 
様
式
第
７
号
(１

)（
雇
用
維
持
事
業
主
申
告
書
）
 

○
 
様
式
第
７
号
(２

)（
労
働
者
派
遣
契
約
に
係
る
契
約
期
間
遵

守
証
明
書
）
 

○
 
確
認
書
類
(5
)（

雇
用
維
持
要
件
の
確
認
書
類
）
 

・
雇
用
維
持
要
件
の
確
認
の
た
め
に
必
要
と
な
る
期
間
に
お
け

る
月
ご
と
の
そ
の
人
数
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
派
遣

先
管
理
台
帳
」
 

○
 
支
払
方
法
・
受
取
人
住
所
届
 

出
向

元
事

業
主

と
出

向
先

事
業

主
と

の
間

に
資

本
金
等

の
関
係

が
あ

る
場

合
に

は
有

と
し

、
そ

の
内
容
を

記
入
し

て
く

だ
さ

い
。
 

出
向

元
事

業
所

に
と

っ
て

、
初

め
て

の
支

給
申

請
で

あ

り
、

か
つ

本
助

成
金

の
対

象
と

な
る

出
向

を
行

っ
て

い

る
出

向
先

事
業

所
に

お
い

て
、

被
保

険
者

資
格

を
取

得

し
て

い
る

本
助

成
金

の
出

向
労

働
者

が
い

る
場

合
の

み
、
そ
の
人
数
を
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。
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（
※
）
 
支
給
申
請
書
の
提
出
は
郵
送
に
よ
る
提
出
が

可
能
で
す
（
郵
送
事
故
防
止
の
た
め
、
必
ず
簡
易
書
留

な
ど
配
達
の
記
録
が
残
る
方
法
で
、
郵
送
し
て
く
だ
さ

い
。
）
 

【
産
業
雇
用
安
定
助
成
金
 
支
給
申
請
書
 
（
出
向
先
事
業
主
部
分
）
記
載
例
 
そ
の
２
】
 

  
 

様
式

第
２

号
の

計
画

届
に

記
載

し
た

産
業

分
類
の
大

分
類
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

出
向
先
事
業

所
に
お

い
て
、
支

給
対
象
期
中
に
、
当
該
事
業

所
の
被
保
険

者
に
つ

い
て
、
 

・
本
助
成
金
（
出

向
元
事

業
主
の
場
合
に
限
る
）
、
雇
用
調
整
助

成
金

ま
た

は
通

年
雇

用
助

成
金

(
事

業
所

内
就

業
及

び
事

業
所
外
就
業

、
休
業

、
職
業

訓
練

)を
受
け
て
い
た
か
否
か
、
も
 

し
く
は
申
請

す
る
予

定
が
あ

る
か
ど
う
か

 

・
本
助
成

金
以

外
で
国
・
地

方
公
共
団
体
か
ら
の
補
助
金
や
委

託
費
等
を
受

け
て
い

た
か
否

か
、
も
し
く
は
申
請
す
る
予
定

が
あ
る
か
ど

う
か
 

・
事
業
所
に

お
い
て

雇
用
す

る
被
保
険
者

が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症

対
応
休

業
支
援

金
を
受
け
て
い
る
か
否
か
 

に
つ
い
て
、「

有
」
又

は
「

無
」
の
ど
ち
ら
か
に
「
○
」
を
付
け

て
く
だ
さ
い

。「
有

」
の
場

合
は
受
給
し
て
い
る
（
申
請
を
予
定

し
て
い
る

）
助

成
金

、
補

助
金

、
委
託
費
等
の
具
体
的
な
名
称

を
記
入
し
て

く
だ
さ

い
。
な

お
、
欄
に
記
入
し
き
れ
な
い
場
合

は
、
別
紙
（

様
式
任

意
）
に

ま
と
め
て
く
だ
さ
い
。
 

今
回

支
給

申
請

す
る

支
給

対
象

期
中

に
要

し
た

出
向

初
期

経
費

と
出

向
運

営
経

費
の

合
計

と
し
て

、
様
式

第
６

号
（

４
）
⑰

の
出

向
先

事
業
主
所

の
額
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

今
回

支
給

申
請

す
る

支
給

対
象

期
中

の
出

向
労

働
者

の
数

の
合

計
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い
。

 

出
向

元
事

業
主

と
出

向
先

事
業

主
と

の
間

に
資

本
金

等
の
関

係
が

あ
る

場
合

に
は

有
と

し
、
そ
の

内
容
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

【
同
時
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
支
給
申
請
書
様
式
】
 

(1
)様

式
第
６
号
（
以
下
の

a～
c
の
う
ち
該
当
す
る
も
の
）
 

a
 
出
向
元
事
業
主
が
出
向
先
事
業
主
に
対
し
て
賃
金
の
全
部
又
は

一
部
を
補
助
す
る
 

(a
) 

出
向
先
事
業
主
が
出
向
労
働
者
に
対
し
て
賃
金
を
支
払
う

【
Ａ
型
】
 

・
様
式
第
６
号
(3
)a
b 

(b
) 

出
向
元
事
業
主
と
出
向
先
事
業
主
の
両
方
が
出
向
労
働
者

に
対
し
て
賃
金
を
支
払
う
【
Ｂ
型
】
 

・
様
式
第
６
号
(3
)a
b 
 

b 
出
向
元
事
業
主
が
出
向
労
働
者
に
対
し
て
賃
金
を
支
払
う
 

(a
) 

出
向
元
事
業
主
が
出
向
先
事
業
主
か
ら
賃
金
の
全
部
又
は

一
部
の
補
助
を
受
け
る
【
Ｃ
型
】
 

・
様
式
第
６
号
(3
)c
 

(b
) 

出
向
元
事
業
主
が
出
向
先
事
業
主
か
ら
賃
金
の
一
部
の
補

助
を
受
け
、
出
向
先
事
業
主
が
賃
金
を
支
払
う
【
Ｄ
型
】
 

・
様
式
第
６
号
(3
)d
 

(c
) 

出
向
元
事
業
主
と
出
向
先
事
業
主
の
両
方
が
出
向
労
働
者

に
対
し
て
賃
金
を
支
払
う
（
出
向
元
事
業
主
と
出
向
先
事
業

主
間
の
賃
金
の
補
助
は
な
い
）【

Ｅ
型
】
 

・
様
式
第
６
号
(3
) 
ef
g 

(d
) 

出
向
元
事
業
主
が
出
向
労
働
者
に
対
し
て
全
額
賃
金
を
支

払
う
【
Ｆ
型
】
 

・
様
式
第
６
号
(3
) 
ef
g 

c
 
出
向
先
事
業
主
の
み
が
労
働
者
に
対
し
て
賃
金
を
支
払
う
【
Ｇ

型
】
 

・
様
式
第
６
号
(3
) 
ef
g 

(2
)様

式
第
６
号
別
紙
(出

向
初
期
経
費
に
つ
い
て
申
請
す
る
場
合
) 

 【
添
付
書
類
】
 

○
支
給
要
件
確
認
申
立
書
（
様
式
第
６
号
（
５
））

 
○
支
給
申
請
合
意
書
（
様
式
第
8号

）（
該
当
す
る
場
合
）
 

○
Of
f-
JT

部
内
講
師
要
件
確
認
書
（
様
式
第
15
号
-1
）（

該
当
す
る

場
合
）
 

○
Of
f-
JT

部
外
講
師
要
件
確
認
書
（
様
式
第
15
号
-2
）（

該
当
す
る

場
合
）
 

○
確
認
書
類
(4
)（

出
向
の
実
績
に
関
す
る
書
類
）（

→
p.
32
参
照
）
 

①
 
出
向
の
事
実
、
出
向
の
時
期
、
出
向
労
働
者
の
人
数
、
出
向

の
形
態
と
雇
用
関
係
及
び
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
の
確
認

の
た
め
の
書
類
 

②
 
出
向
労
働
者
の
賃
金
の
支
払
い
状
況
等
の
確
認
の
た
め
の

書
類
 

○
 支

払
方
法
・
受
取
人
住
所
届
 

①
(
5)

お
よ

び
②

(5
)
欄

に
は

、
様

式
第

1
号

①
(3
)
「

企
業

規
模

」
欄

お
よ

び
様

式
第

２
号

①
(3
)「

企
業
規
模
」
欄
で

○
を
付
け
た
も
の
と

異
な

る
内

容
で

申
請

す
る

場
合

の
み

○
を

付

け
て
く
だ
さ
い
。
 

出
向

先
事

業
所

に
と

っ
て

、
初

め
て

の
支

給
申

請
で

あ

り
、
出
向
先
事
業
所
に
お
い
て
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
資

格
を

取
得

し
て

い
る

本
助

成
金

の
出

向
労

働
者

（
本

申

請
の

出
向

元
事

業
所

以
外

の
出

向
も

含
む

）
が

い
る

場

合
の
み
、
そ
の
人
数
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
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【
出
向
元
事
業
所
賃
金
補
填
額
・
負
担
額
等
調
書
 
記
載
例
（
C
型
の
場
合
）
 
そ
の
１
】
 

 

 
 

右
上

に
記

載
し

て
い

る
支

給
対

象
期

中
に

出
向

を
実

施

し
た

出
向

労
働

者
毎

に
全

員
記
載
し
て
く

だ
さ
い

。
 

出
向
開
始
後
１
か
月
以
内
に

出
向
を

し
な
く
な
っ
た
場
合
、
出
向
期
間

が
１
か
月
以
上
で
あ
る
と
い
う
要
件

を
満
た
さ
な
い
た
め
、
基
本
的
に
支

給
対

象
と

な
り

ま
せ

ん
が

、
次

の
理

由
で

出
向

し
な

く
な

っ
た

場
合

に

は
、
出
向
し
な
く
な
っ
た
日
の

前
日

ま
で

の
期
間
は
支
給
対
象
と
な
り
ま

す
の
で
、
⑦
欄

以
降
は
当
該
期
間
に

要
し

た
額

を
記

載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

イ
 
出
向
労
働
者
の
責
に
帰
す
べ
き

理
由

に
よ
り
解
雇
し
た
場
合
 

ロ
 
出
向
労
働
者
が
自
己
の
都
合
に

よ
り

退
職
し
た
場
合
 

ハ
 
出
向
労
働
者
が
死
亡
し
た
場
合
 

二
 

天
災

そ
の

他
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り

継
続

が
不

可
能

と
な

っ

た
た
め
に
出
向
の
解
消
を
行

っ
た
場

合
 

出
向

元
事

業
主

が
賃

金
と

し
て

出
向

労
働

者
に

対
し

て
支
払
っ
た

額
（

出
向
先

事
業
主

が
出
向
元
事

業
主

に
補

助
し
た
額
を

含
み
ま

す
。
）

を
記

載
し
て

く
だ
さ
い
。
 

賃
金
を
除
き
、
支
給
対
象
期
中
に
出
向
元
事
業
主

が
出

向
労

働
者

の
出

向
に

要
し

た
出

向
期

間
中

の
経
費
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

出
向

元
事

業
主

が
賃

金
と

し
て

出
向

労
働

者
に

対
し
て
支
払
っ
た
額
か
ら
、
出
向
先
事
業
主
が
出
向
元
事

業
主

へ
補

助
し

た
額

を
除

い
た

額
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い
。
 

出
向
先
事
業
主
が
出
向
元
事
業
主
に
賃
金
の
補
助
を
し
た
年
月
日
を
記

載
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
時
点
で
未
だ
支
払
っ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
か
ら
支

払
う
予
定
の
場
合
は
そ
の
支
払
い
予
定
日
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

補
助
予
定
年
月
日
は
当
該
出
向
労
働
者
の
最
後
の
支
給
対
象
期
の
支
給
申

請
期
限
以
内
と
し
て
く
だ
さ
い
。
 

支
給

対
象

期
中

に
出

向
を

受
け

入
れ

て
い

る
場

合
に

は

そ
の

始
期

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

既
に

提
出

し
て

い
る

計
画

届
に

記
載

し
て

い
る

出

向
期

間
内

の
日

付
と

な
っ

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
て

く
だ

さ
い
。
 

な
お

、
本

助
成

金
の

対
象

と
な

る
出

向
労

働
者

は
、

出
向

開
始

前
に

６
か

月
以

上
出

向
元

事
業

主
で

雇
用

さ
れ

て
い

た
労

働
者

で
あ

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
６

月
以

上
経

過

し
て

い
る

場
合

は
✔

を
し

て
く
だ
さ
い
。
 

支
給
対
象
期
中
に
出
向
が
終

了
し

た
場
合
は
当
該

年
月
日
を
、
支
給
対
象
期
よ

り
も

後
に
出
向
が
終
了

す
る
場
合
は
、
そ
の
予
定
の

日
付

を
記
載
し
て
く
だ

さ
い
。
 

こ
の
日
付
は
④
か
ら

１
か
月
以
上

２
年
以
内

の
日

付
で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま
す

。
 

当
該

支
給

対
象

期
に

出
向

労
働
者
に
対
す
る

賃
金

と

し
て

、
出

向
先

事
業

主
が

出
向

元
事
業
主
に

補
助
し

た
額
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
申

請
時
点
で
未

だ
支
払

っ
て
お

ら
ず

、
こ

れ
か

ら
支

払
う

予
定
の
場
合

は
そ
の

支

払
い
予
定
額

を
記
載

し
て
く

だ
さ
い
。
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【
出
向
元
事
業
所
賃
金
補
填
額
・
負
担
額
等
調
書
 
記
載
例
（
C
型
の
場
合
）
 
そ
の
２
】

⑫
欄

に
チ

ェ
ッ

ク
を

付
し

て
い

る
場

合
で

あ
っ

て
、

出
向
元
事
業
所
が
次
の

a
又
は

b
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
に
は
チ
ェ
ッ
ク
を
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

a
 

出
向

元
事

業
所

の
業

種
が

次
の

(a
)
～

(c
)
の

い
ず

れ
か
で
あ
る
こ
と
。
 

 
(a

) 
運
輸
業
、
郵
便
業
（
大
分
類
Ｈ
）

 

 
(b

) 
宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
（
大
分
類
Ｍ
）

  
 

(c
) 

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、
娯
楽
業
（
大
分
類
Ｎ
） 

b
  

次
の
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

  

生
産
指
標
の
最
近
３
か
月
間
の
月
平
均
値
が
前
年
同

期
に
比
べ

20
％
以
上
減
少
し
て
い
る
事
業
所
の
事
業
主
 

当
該
支
給
申
請
に
か
か
る
出
向
が
、
労
働
組
合
等
と
の
間
に
よ
る

協
定
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
労
働
組
合

等
の
代
表
が
確
認
し
、
氏
名
等
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た

、
下

の
四
角
囲
み
の
内
容
を
満
た
す
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
□
に
チ
ェ
ッ
ク

を
し
て
く
だ
さ
い
。
 

出
向
初
期
経

費
は
原
則

と
し
て
、
当
該
出
向
労
働
者
に
と
っ
て

初
回
の

支
給
対
象

期
に

支
給

申
請

す
る
こ
と

と
な

り
ま
す

。
 

こ
の

た
め
原
則

と
し

て
、
当
該
出
向
労
働
者

の
初
回
の
支
給
対
象
期
に

出
向

初
期

経
費

を
申

請
す
る

場
合

（
※
）

は
、
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
く
だ
さ
い
。
 

（
※
）
右
上
に
記

載
の

支
給
対

象
期
中
に
受
け
入
れ
た
出
向
労
働
者
に
つ
い
て
、
出
向
を
受
け

入
れ
る
に
際

し
て
あ

ら
か
じ

め
要
し
た
経
費
が
あ
る
場
合
、
チ
ェ
ッ
ク
を
付
し
て
く

だ
さ
い

。
 

こ
こ

で
チ

ェ
ッ

ク
を

付
し

た
出

向
労

働
者

に
つ

い
て

出
向

初
期

経
費

の
申

請
を

す
る

場
合

は
、
様
式
第

６
号
別

紙
を
提

出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

 

⑭
欄

に
、

公
益

特
例

に
よ

る
出

向
労

働
者

の
場

合
で

あ

る
の
み
✔ を

し
て
く
だ
さ
い
。
公
益
特
例
の
詳
細
は
本
ガ

イ
ド

ブ
ッ

ク
の

「
公

益
の

目
的

の
た

め
に

大
量

の
被

保

険
者
を
出
向
さ
せ
る
場
合
（
公
益
特
例
）
に
つ
い
て
」（

P.

８
）
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
 

様
式

第
６
号
（

1）
の

①
（

7）
が
「
有
」
、
①
（
8）

が
「
は
い

」（
独
立
性

が
認
め
ら
れ
な
い

事
業
主
間
で

行
う
出
向

）
の
場
合
は
、「

は
い
」
又
は
「
い
い
え
」

に
○
を

つ
け
て
く
だ
さ
い
。
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【
出
向
先
事
業
所
賃
金
補
填
額
・
負
担
額
等
調
書

 
記
載
例
（

C
型
の
場
合
）

 
そ
の
１
】

 

 
 

右
上
に

記
載

し
て

い
る
支

給
対

象
期

中
に

出
向

を
実
施

し
た

出
向

労
働

者
毎
に
記

載
し
て

く
だ
さ

い
。

 

支
給

対
象

期
中

に
出

向
を

受
け

入
れ

て
い

る
場

合
に

は
そ

の
始

期
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
既

に
提

出
し

て
い

る
計

画
届

に
記

載
し

て
い

る
出

向
期

間
内

の
日

付
と

な
っ

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
て
く

だ
さ
い

。
 

支
給

対
象

期
中

に
出

向
が

終
了

し
た

場
合
は

当
該
年

月
日
を

、
支

給
対

象
期

よ
り

も
後

に
出

向
が

終
了

す
る

場
合

は
、
そ

の
予
定
の

日
付

を
記

載
し

て
く

だ
さ
い

。
 

こ
の

日
付

は
②

か
ら

１
か

月
以

上
２

年
以

内
の

日
付

で
あ

る
必

要
が

あ
り

ま
す
。

 

出
向

先
事

業
主

が
出

向
元

事
業

主
に

賃
金

の
補

助
を

し
た

年
月

日
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
申

請
時

点
で

未
だ

支
払

っ
て

お
ら

ず
、
こ

れ
か

ら
支

払
う

予
定

の
場

合
は

そ
の

支
払

い
予

定
日

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 

当
該

支
給

対
象

期
に

出
向

労
働

者
に

対
す

る
賃

金
と

し
て

、
出

向
先

事
業

主
が

出
向

元
事

業
主

に
補

助
し

た
額

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。
申

請
時

点
で

未
だ

支
払

っ
て

お
ら

ず
、
こ

れ
か

ら
支

払
う

予
定

の
場

合
は

そ
の

支
払

い
予

定
額

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 

出
向

元
事

業
主

が
賃

金
と

し
て

出
向

労
働

者
に

対
し

て
支

払
っ

た
額
（

出
向

先
事

業
主

が
補

助
し

た
額

を
含

み
ま

す
。
）

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 
様

式
第
６

号
（

1）
の

②
（
7
）
が
「
有

」、
②
（

8）
が
「

は
い

」
（

独
立

性
が

認
め

ら
れ

な
い

事
業

主
間

で
行

う
出

向
）

の
場

合
は

、「
は
い

」
又
は

「
い
い
え

」
に
○
を

つ
け
て

く
だ
さ

い
。
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【
出
向
先
事
業
所
賃
金
補
填
額
・
負
担
額
等
調
書

 
記
載
例
（

C
型
の
場
合
）

 
そ
の
２
】

 

 
 

出
向

初
期

経
費
は

原
則

と
し

て
、
当

該
出

向
労

働
者

に
と

っ
て

初
回

の
支

給
対

象
期

に
支

給
申

請
す

る
こ

と
と

な
り

ま
す

。
 

こ
の

た
め

原
則
と

し
て

、
当

該
出

向
労

働
者

の
初

回
の

支
給

対
象

期
に

出
向

初
期

経
費
を

申
請
す

る
場
合
（

※
）
は

、
チ

ェ
ッ
ク
を

し
て
く

だ
さ
い

。
 

（
※

）
右
上
に

記
載
の

支
給

対
象

期
中

に
受
け
入

れ
た
出

向
労
働

者
に

つ
い

て
、

出
向

を
受

け
入

れ
る

に
際

し
て

あ
ら

か
じ

め
要
し

た
経
費

が
あ
る

場
合

、
チ

ェ
ッ

ク
を
付
し

て
く
だ

さ
い
。

 
こ

こ
で

チ
ェ

ッ
ク

を
付

し
た

出
向

労
働

者
に

つ
い

て
出

向
初

期
経

費
の

申
請

を
す
る
場

合
は

、
様
式

第
６

号
別

紙
を

提
出

す
る
必

要
が
あ

り
ま
す

。
 

出
向

労
働

者
を

最
初

に
受

け
入

れ
る

予
定

の
日

の
前

日
か

ら
起

算
し

て
６

月
前

の
日

か
ら

支
給

対
象

期
の

末
日

ま
で

の
間

に
、

出
向

労
働

者
の

受
入

れ
に

際
し

て
、

自
ら

雇
用

す
る

雇
用

保
険

被
保

険
者

を
事

業
主

都
合

に
よ

り
解

雇
等

（
退
職

勧
奨
を

含
む

。）
し

た
場

合
は

あ
る

と
し

、
そ

の
理

由
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

⑩
欄

に
チ

ェ
ッ

ク
を

付
し

て
い
る

場
合

で
あ

っ
て

、
出

向
先

事
業

所
が

出
向

元
事

業
所

と
異

な
る

大
分

類
の

業
種

で
あ

る
場

合
に

は
チ

ェ
ッ

ク
を

付
し

て
く

だ
さ

い
。

 

賃
金

を
除

き
、
支
給
対

象
期

中
に

出
向

先
事

業
主

が
出

向
労

働
者

に
対

し
て

要
し

た
出

向
期

間
中

の
経

費
を

記
載

し
て

く
だ
さ
い

。
 

出
向

先
事

業
主

が
出

向
労

働
者

の
賃

金
と

し
て

出
向

元
事

業
主

に
補

助
し

た
額

の
う
ち
、
出
向
元

事
業

主
が

出
向

労
働

者
の

賃
金

に
充

て
た

額
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い
。

 
申

請
時

点
で

未
だ

賃
金

と
し

て
補

填
し

て
お
ら

ず
、
こ
れ

か
ら
補

填
す

る
場
合

は
そ

の
補

填
予

定
額

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 

様
式

第
６

号
（

1）
の

①
（

7）
が
「

有
」、

①
（

8）
が
「

は
い

」（
独

立
性

が
認

め
ら

れ
な

い
事
業

主
間
で

行
う
出

向
）
の

場
合

は
、「

は
い

」
又

は
「
い

い
え

」
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ
い

。
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【
支
給
対
象
者
別
支
給
額
算
定
調
書

 
記
載
例

 
そ
の
１
】
 

「
出
向
開
始
日
前
１
週
間
の
総
所
定
労
働
時
間
数
」

「
出
向
開
始
日
前
１
週
間
の
総
所
定
労
働
日
数
」

 

×
 
出
向

開
始
日

前
日
現

在
の
「

労
働

日
に

通
常

支
払

わ
れ
る

１
時
間

当
た

り
の

賃
金

の
額

」
 

の
値
を
記

載
し
て

く
だ
さ

い
。

 

（
２
）
で
計
算

し
た
値

を
（

１
）

で
計

算
し

た
値

で
除

し
た

値
を

記
入

し
て
く

だ
さ
い

。
 

0
.
8
5
以

上
1
.
1
5
以

下
の

数
値

で
あ

る
こ

と
を

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。
 

な
お

、
1
.
15

を
超

え
る

場
合

に
は

、
そ

の
賃

金
上

昇
に

合
理

的
な

理
由

が
あ

る
場

合
に

は
、

支
給

対
象

と
な

り
得

ま
す

の
で

、
そ

の
理

由
を
申
し

出
て
く

だ
さ
い

。
 

（
自

動
計

算
の

様
式

の
場

合
に

は
、

こ
の

欄
は

自
動

入
力

さ
れ

ま
す

。）
 

（
記
載
例
の
前
提
）
 

●
労
働

 
一
郎
 

出
向
前
時
給
：

1,
10
0
円

 
出
向
中
時
給
：

1,
2
00

円
 

出
向
前
所
定
労
働
時
間
：
８
時
間
／
日
 

出
向
中
所
定
労
働
時
間
：
８
時
間
／
日
 

月
当
た
り
労
働
日
：

20
日
 

●
労
働

 
三
郎
 

出
向
前
時
給
：

1,
00
0
円

 
出
向
中
時
給
：

1,
1
00

円
 

出
向
前
所
定
労
働
時
間
：
８
時
間
／
日
 

出
向
中
所
定
労
働
時
間
：
８
時
間
／
日
 

月
当
た
り
労
働
日
：

20
日
 

「
支
給
対
象
期
末
日
前
１
週
間
の
総
所
定
労
働
時
間
数
」

「
支
給
対
象
期
末
日
前
１
週
間
の
総
所
定
労
働
日
数
」

 

×
 

支
給
対

象
期
末

日
現

在
の

「
労

働
日

に
通

常
支

払
わ

れ
る
１

時
間

当
た

り
の

賃
金

の
額
」

 
の

値
を
記

載
し
て

く
だ

さ
い

。
 

A
～

G
型

の
賃

金
類

型
に

お
い

て
、
該

当
す

る
賃

金
類

型
に

合
わ

せ
て

そ
れ

ぞ
れ

次
の

金
額

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 
○

A
型
=
様

式
第

６
号

（
２

）
a
の

⑨
欄

の
金

額
 

○
B
型
=
様

式
第

６
号

（
２

）
b
の

⑨
欄

と
⑩

欄
の

合
計

金
額

 
○

C
型

及
び

D
型

=
様

式
第

６
号
（

２
）
cd

の
⑩

欄
の

金
額

 
○

E
型

及
び

F
型

=
様

式
第

６
号
（

２
）
e
fg

の
⑦

欄
の

金
額

 
○

G
型

=０
円

 

A
～

G
型

の
賃

金
類

型
に

お
い

て
、
該

当
す

る
賃

金
類

型
に

合
わ

せ
て

そ
れ

ぞ
れ

次
の

金
額

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 
○

A
型

及
び

B
型

=
様

式
第

６
号
（

３
）
a
b

の
⑦

欄
の

金
額

 
○

C
型

=様
式
第
６

号
（
３

）
c
の

⑧
欄
の

金
額

 
○

D
型

=様
式

第
６

号
（

３
）

d
の

⑧
欄

と
⑨

欄
の

合
計

金
額

 
○

E
型

及
び

G
型

=
様

式
第

６
号
（

３
）
ef
g

の
④

欄
の

金
額

 
○

F
型

=０
円

 

出
向

先
事

業
所

で
勤

務
し

た
日

数
（

有
給

休
暇

を
含

み
ま

す
）
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

当
該

出
向

労
働

者
の

出
向

開
始

日
の

前
日

に
お

け
る

労
働

日
に

通
常

支
払

わ
れ

る
１

日
当

た
り

の
賃

金
の
額

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
（

②
欄
（

１
）
と

同
じ

値
に

な
り

ま
す

。
）
。 
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【
支
給
対
象
者
別
支
給
額
算
定
調
書

 
記
載
例

 
そ
の
２
】
 

 
 

③
欄

に
記

載
し

た
額

を
転

記
し

て
く

だ
さ
い
。
 

（
自
動
計
算
の
様
式
の
場
合
に
は
、
こ
の
欄

は
自
動
入
力
さ
れ
ま
す
。
）
 

⑤
「
③
と
④
の
計
（
円
）」

欄
に
記
載
し
た

額
が
⑧
「
⑥
×
⑦
の
額
（
円
）」

欄
に
記
載
し

た
額

を
上
回
ら
な

い
場
合
は
、

⑨
及
び
⑩

に

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

（
自

動
計
算
の
様

式
の
場
合
に

は
、
こ
の

欄
は
自
動
入
力
さ
れ
ま
す
。
）
 

⑤
「
③
と
④
の
計
（
円
）
」
欄
に
記
載
し
た

額
が
⑧
「
⑥
×
⑦
の
額
（
円
）」

欄
に
記
載
し

た
額
を

上
回
る

場
合
は

、
⑪
及
び
⑫
欄
に
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

（
自
動

計
算
の
様
式
の

場
合
に
は
、
こ
の
欄

は
自
動
入
力
さ
れ
ま
す
。
）
 

A～
G
型
の
賃
金
類
型
に
お
い
て
、
該
当
す

る
賃

金
類
型
に
合

わ
せ
て
そ
れ

ぞ
れ
次
の

金
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

○
A
型

=様
式
第
６
号
（
２
）

a
の
⑩
欄
の
金

額
 

○
B
型

=様
式
第
６
号
（
２
）

b
の
⑪
欄
の
金

額
 

○
C
型
及
び

D
型

=様
式
第
６
号
（
２
）
cd

の
⑪
欄
の
金
額
 

○
E
型
、

F
型
及
び

G
型

=様
式
６
号
（
２
）

e
fg

の
⑧
欄
の
金
額
 

④
欄

に
記

載
し

た
額

を
転

記
し

て
く

だ
さ
い
。
 

（
自
動
計
算
の
様
式
の
場
合
に
は
、
こ
の
欄

は
自
動
入
力
さ
れ
ま
す
。
）
 

⑧
「
⑥
×
⑦
の
額
（
円
）
」
欄
の
額

 
×

 

③
「
当
該
支
給
対
象
期
に
出
向
元
事
業
主
が
支
給
・
補
填
し
た
賃
金
の
額
（
円
）」

 
）

③
と
④
の
計
（
円
）

 

（
自
動
計
算
の
様
式
の
場
合
に
は
、
こ
の
欄
は
自
動
入
力
さ
れ
ま
す
。）

 

⑧
「
⑥
×
⑦
の
額
（
円
）
」
欄
の
額

 
×

 

④
「
当
該
支
給
対
象
期
に
出
向
元
事
業
主
が
支
給
・
補
填
し
た
賃
金
の
額
（
円
）」

 
）

③
と
④
の
計
（
円
）

 

（
自
動
計
算
の
様
式
の
場
合
に
は
、
こ
の
欄
は
自
動
入
力
さ
れ
ま
す
。）

 

A～
G
型
の
賃
金
類
型
に
お
い
て
、
該
当
す

る
賃

金
類
型
に
合

わ
せ
て
そ
れ

ぞ
れ
次
の

金
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

○
A
型
及
び

B
型

=様
式
第
６
号
（
３
）
ab

の

⑧
欄
の
金
額
 

○
C
型

=様
式
第
６
号
（
３
）

c
の
⑨
欄
の
金

額
 

○
D
型

=様
式
第
６
号
（
３
）

d
の
⑩
欄
の
金

額
 

○
E
型
、
F
型
及
び

G
型

=様
式
第
６
号
（
３
）

e
fg

の
⑤
欄
の
金
額
 

場
合

分
け
に
よ

っ
て
記
載

し
た
、
⑨
又
は

⑪
の

額
に
こ
の
上

の
「
出
向
運

営
経
費
（

賃
金
を
除
く
）
」
欄
の
額
を
加
え
た
額
を
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。
 

（
自

動
計
算
の
様

式
の
場
合
に

は
、
こ
の

欄
は
自
動
入
力
さ
れ
ま
す
。
）
 

場
合

分
け
に
よ
っ

て
記
載
し
た

、
⑩
又
は

⑫
の
額

に
こ
の
上
の
「

出
向
運
営
経
費
（
賃

金
を
除
く
）」

欄
の
額
を
加
え
た
額
を
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。
 

（
自
動

計
算
の
様
式
の

場
合
に
は
、
こ
の
欄

は
自
動
入
力
さ
れ
ま
す
。
）
 

・
中
小
企
業
で
あ
れ
ば
５
分
の
４
 

・
中
小
企
業
以
外
で
あ
れ
ば
３
分
の
２
 

を
記
載
し
て
く
だ
さ
い

。
 

な
お

、
出
向
元
事

業
所
が
解
雇

等
を
行
わ

ず
に
雇

用
維
持
の
要
件

を
満
た
し
て
い
る
場

合
に
は

、
次
の
助
成
率

を
記
載
し
て
く
だ
さ

い
。
 

・
中
小
企
業
で
あ
れ
ば

10
分
の
９
 

・
中
小
企
業
以
外
で
あ
れ
ば
４
分
の
３
 

二
つ
上
の
「
出
向
元
事
業
所
」
欄
又
は
「
出

向
先
事

業
所

」
欄
の
額

に
一
つ
上
の
「
助
成

率
」
の

値
を
乗
じ
た
額

を
記
載
し
て
く
だ
さ

い
。
 

（
自
動

計
算
の
様
式
の

場
合
に
は
、
こ
の
欄

は
自
動
入
力
さ
れ
ま
す
。
）
 

●
●
興
業

 
株
式
会
社

 

令
和
３
年
９
月
１
日
～
令
和
３
年
５
月

31
日
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【
支
給
対
象
者
別
支
給
額
算
定
調
書

 
記
載
例

 
そ
の
３
】
 

⑮
欄

に
記

載
し
た

額
と

⑯
欄
に

記
載
し
た

額
の
合
計
が
、
 

日
額

上
限

12
,0
00

円
×

⑦
欄

の
日
数

を
上

回
る

場
合
に

は
次

に
よ

り
計
算

し
た

金
額
を

こ
の

欄
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

（
自

動
計

算
の

様
式

の
場
合

に
は

、
こ
の

欄
は

自
動
入
力
さ
れ
ま
す
。）

 

●
【
⑮
＋
⑯
が

12
,0
0
0×

⑦
を
上
回
る
場
合
】 

「
出
向
先
助
成
金
額
」
(支

給
上
限
額

)＋
「
出

向
初

期
経

費
助

成
」

欄
の

出
向

先
事

業
所

(円
) 

●
【
⑮
＋
⑯
が

12
,0
00
×
⑦
以
下
の
場
合
】
 

「
⑮
出
向
先
出
向
運
営
経
費
（
円
）」

＋
「
出

向
初

期
経

費
助

成
」

欄
の

出
向

先
事

業
所

(円
) 

（
自
動

計
算
の
様
式
の

場
合
に
は
、
こ
の
欄

は
自
動
入
力
さ
れ
ま
す
。
）
 

1
2,
0
00
（
円
／
日
）

 ×
 

⑦
「
当
該
支
給
対
象
期
の
実
労
働
日
数
（
日
）」

欄
に
記
載
し
た
日
数
 

×
 

「
⑮
出
向
元
出
向
運
営
経
費
（
円
）
」

「
⑮
出
向
元
出
向
運
営
経
費
（
円
）」

＋
「
⑯
出
向
先
出
向
運
営
経
費
（
円
）」

 

（
自
動
計
算
の
様
式
の
場
合
に
は
、
こ
の
欄
は
自
動
入
力
さ
れ
ま
す
。）

 

今
回

申
請

す
る
支

給
対

象
期
中

に
、
当
該

出

向
労

働
者

を
送

り
出

し
、
送

り
出

す
に
当

た
っ

て
あ

ら
か

じ
め

要
し

た
経
費

が
あ

る
場
合

は
、

1
00
,
00
0円

と
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

な
お
、
次
の

a
又
は

b
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る

場
合

は
15
0,
0
00

円
と

記
載

し
て

く
だ

さ
い
。

  

a
 

出
向

元
事

業
所

の
業

種
が

次
の

(a
)
～

(
c)

の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。
 

 
(a
) 

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、
娯
楽
業
（
大

分
類
Ｎ
）

  
 

(b
) 

宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
（
大
分
類

Ｍ
）

  

 
(c
) 

運
輸
業
、
郵
便
業
（
大
分
類
Ｈ
）

  
b
  

次
の
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

  
生

産
指

標
の

最
近

３
か

月
間

の
月

平
均

値
が

前
年

同
期

に
比

べ
20

％
以

上
減

少
し

て
い
る
事
業
所
の
事
業
主
 

1
2,
0
00
（
円
／
日
）

 ×
 

⑦
「
当
該
支
給
対
象
期
の
実
労
働
日
数
（
日
）」

欄
に
記
載
し
た
日
数
 

×
 

「
⑯
出
向
先
出
向
運
営
経
費
（
円
）
」

「
⑮
出
向
元
出
向
運
営
経
費
（
円
）」

＋
「
⑯
出
向
先
出
向
運
営
経
費
（
円
）」

 

（
自
動
計
算
の
様
式
の
場
合
に
は
、
こ
の
欄
は
自
動
入
力
さ
れ
ま
す
。）

 

今
回

申
請

す
る
支

給
対

象
期
中

に
、
当
該

出

向
労

働
者

を
受

け
入

れ
、
受

け
入

れ
る
に

当
た

っ
て

あ
ら

か
じ

め
要

し
た

経
費

が
あ

る
場

合
は
、

10
0
,0
0
0円

と
記
載
し

て
く
だ

さ
い
。
 

な
お
、
次
に
該
当
す
る
場
合
は

15
0,
0
00
円
と

記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

  
●

出
向
元

事
業

所
と

異
な
る

大
分

類
の
業

種
で

あ
る
こ
と
。
 

●
【
⑮
＋
⑯
が

12
,0
0
0×

⑦
を
上
回
る
場
合
】 

「
出
向
元
助
成
金
額
」
(支

給
上
限
額

)＋
「
出

向
初

期
経

費
助

成
」

欄
の

出
向

元
事

業
所

(円
) 

●
【
⑮
＋
⑯
が

12
,0
00
×
⑦
以
下
の
場
合
】
 

「
⑮
出
向
元
出
向
運
営
経
費
（
円
）」

＋
「
出

向
初

期
経

費
助

成
」

欄
の

出
向

元
事

業
所

(円
) 

（
自
動

計
算
の
様
式
の

場
合
に
は
、
こ
の
欄

は
自
動
入
力
さ
れ
ま
す
。
）
 

「
⑰
合

計
支
給
申
請
金
額

(円
)」

欄
に
は
、

出
向
元

事
業
所
及
び
出

向
先
事
業
所
そ
れ
ぞ

れ
本
様

式
（
続
紙
が
あ

れ
ば
続
紙
も
含
む
）

記
載
の

全
て
の
出
向
対

象
労
働
者
の
支
給
申

請
額
の
総
額
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
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【
支
給
要
件
確
認
申
立
書
（
別
紙
含
む
）

 
記
載
例
】
 

 

70



 

三
郎
 

【
産
業
雇
用
安
定
助
成
金

 
出
向
初
期
経
費
報
告
書
（
共
通
）

 
記
載
例
】
 

 

 
 

○
出
向
元
事
業
主
の
場
合
、
様
式
第
６
号
（
２
）
の
出
向
初
期
経
費
欄
、

 
○
出
向
先
事
業
主
の
場
合
、
様
式
第
６
号
（
３
）
の
出
向
初
期
経
費
欄

 
に
チ
ェ
ッ
ク
し
た
出
向
労
働
者
に
つ
い
て
、
計
画
届
の
別
紙
で
届
け
出
た
出
向

初
期
経
費
に
つ
い
て
、
計
画
ど
お
り
に
措
置
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
措
置
結
果
を

選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
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【
雇
用
維
持
事
業
主
申
告
書
 
記
載
例
】
 

 

今
回
支
給
申
請
す
る
支
給
対
象
期

の
開
始
日
と
終
了
日
を
記
入
し
て
く

だ
さ
い
。
 

出
向
開
始
基
準
日
の
前
日
か
ら

起
算
し
て
６
か
月
間
の
各
月
末
の

被
保
険
者
数
及
び
派
遣
労
働
者
数

を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 例
：
出
向
開
始
基
準
日
が
４
月

16
日

の
場
合

 
１
か
月
前
：
３
月

3
1日

の
人
数
 

２
か
月
前
：
２
月

2
8日

（
閏
年
は

2
9
日
）
の
人
数

 
３
か
月
前
：
１
月

3
1日

の
人
数
 

４
か
月
前
：

1
2月

3
1日

の
人
数
 

５
か
月
前
：

1
1月

3
0日

の
人
数

 
６
か
月
前
：

1
0月

3
1日

の
人
数

 
 な
お
、
２
回
目
以
降
の
支
給
申
請

を
す
る
場
合
に
は
、
１
回
目
に
提
出

し
た
本
様
式
と
同
じ
数
値
を
記
載

し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
こ
で
い
う
解
雇
等
は
、
次
の
①

～
③
の
こ
と
を
い
い
ま
す
（
な
お
、

こ
の
①
～
③
に
つ
い
て
は
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
理
由
と

す
る
解
雇
等
も
含
む
こ
と
に
留
意

し
て
く
だ
さ
い
。）
。
 

①
 
事
業
主
に
直
接
雇
用
さ
れ

る
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約

を
締
結
す
る
労
働
者
の
場
合
、
解
雇

又
は
退
職
勧
奨
（
労
働
者
が
同
意
し

た
場
合
も
含
む
。
）
等
に
よ
り
事
業

主
都
合
に
よ
る
離
職
を
さ
せ
る
こ

と
 ②

 
事
業
主
に
直
接
雇
用
さ
れ

る
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約

を
締
結
す
る
労
働
者
の
場
合
、
解
雇

と
見
な
さ
れ
る
労
働
者
の
雇
止
め
、

中
途
契
約
解
除
等
に
よ
り
事
業
主

都
合
に
よ
る
離
職
を
さ
せ
る
こ
と

 
③

 
対
象
事
業
主
の
事
業
所
に

役
務
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
派
遣

労
働
者
の
場
合
、
労
働
者
派
遣
契
約

期
間
満
了
前
の
事
業
主
都
合
に
よ

る
契
約
解
除
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【
労
働
者
派
遣
契
約
に
係
る
契
約
期
間
遵
守
証
明
書
 
記
載
例
】

 

                

こ
の
書
類
は
、
産
業
雇
用
安
定
助
成
金

を
申
請
す
る
出
向
元
事
業
所
に
対
し
て
、

下
記
の
期
間
中
に
、
派
遣
労
働
者
を
派
遣

し
て
い
る
派
遣
元
事
業
主
が
記
載
し
て
く

だ
さ
い
。

 

・
開
始
日
に
つ
い
て
は
、
出
向
元
事
業
所
の

出
向
開
始
基
準
日
の
前
日
か
ら
起
算
し

て
６
か
月
前
の
日
を
記
載
し
て
く
だ
さ

い
。

 
・
終
了
日
に
つ
い
て
は
、
出
向
元
事
業
主
が

支
給
申
請
す
る
支
給
対
象
期
の
末
日
を

記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

産
業
雇
用
安
定
助
成
金
を
申
請
し
よ
う

と
す
る
出
向
元
事
業
所
名
を
記
載
し
て
く

だ
さ
い
。

 

本
証
明
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
派
遣

先
（
出
向
元
事
業
所
）
は
助
成
金
の
助
成

率
の
上
乗
せ
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が

出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

 
※
事
実
と
異
な
る
本
証
明
を
も
っ
て

出
向
元
事
業
所
が
支
給
申
請
を
し
た
場

合
、
出
向
元
事
業
所
へ
の
助
成
金
の
返

還
等
が
必
要
と
な
り
、
出
向
元
事
業
主

と
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
の
で
、
事
実
関
係
を
よ
く
ご
確
認
の

上
、
証
明
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

実
人
数
で
ご
記
載
く
だ
さ
い
。

 
例
え
ば
、
６
か
月
の
間
で
、
最
初

の
１
か
月
目
と
３
か
月
目
に
同
一

の
労
働
者
を
派
遣
し
て
い
た
場
合
、

１
人
と
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
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【
支

給
期

間
延

長
届

 
記

載
例

】
 

           
 

 
延

長
希
望

日
か
ら

起
算

し
て
６

か
月
が
経

過
す
る

日

を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。（

例
：
①
（
４
）
欄
が
令
和
４

年
10
月
１

日
の
場

合
は
、
令

和
５
年

３
月

31
日
と

記
載

し
て
く
だ
さ
い
。
）
 

 
な
お
、

支
給
期

間
の
延
長

は
令
和

６
年

３
月

31
日
ま

で
と
な
り

ま
す
の

で
、
当
該

日
が
こ

れ
を

超
え
る

場
合

は
、
令
和
６
年
３
月

31
日
と
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

②
延

長
対

象
労

働
者

欄
に

は
、
計

画
届
に

よ
り
届

け
出

た
出

向
労

働
者

で
、

１
年

を
超
え

て
本

助
成
金

の
支

給
を

受
け

る
こ

と
を

希
望

す
る

者
の

う
ち

、
支
給

日
数

が
１
年
（

36
5日

）
に

達
す

る
見

込
み
の
者
（
複
数
の
出

向
労

働
者

が
該

当
す

る
場

合
は

そ
の

う
ち

最
も
早

い
者

一
人
）
に
つ

い
て
記

載
し
て

く
だ
さ
い
。

 

延
長
希
望

日
は

、
計
画

届
に
よ

り
届

け
出

た
出
向

労
働
者
の
支
給
日
数
が
１
年
（
36
5日

）
に
達
す
る
見
込
み

日
の
日
（

複
数
の

出
向
労

働
者
が

該
当
す

る
場
合

は
そ

の
う
ち
最

も
早
い

日
）
の

翌
日
以

降
で
、

１
年
を

超
え

て
本

助
成

金
の

支
給

を
受

け
る

こ
と

を
希

望
す

る
日

（
36
6日

目
以
降
の
支
給
を
受
け
た
い
日
）
を
記
入
し
て

く
だ
さ
い

。
ま
た

、
既
に

延
長
届

を
提
出

し
て
い

る
事

業
主
が
再

延
長
し

よ
う
と

す
る
場

合
は
、

前
回
提

出
し

た
延
長
届

の
①
（

５
）
欄

の
日
付

の
翌
日

を
記
載

し
て

く
だ
さ
い
。
 

本
様
式
を
届
け
出
る
理
由
に
つ
い
て
、
以
下
を
参
照
の
上
、

a～
c
の
い
ず
れ
か
に

○
を
し
て
く
だ
さ
い
。
 

a
 初

回
の
届
け
出
（

b
及
び

c
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
）

の
場
合
 

b
 既

に
延
長
届
を
提
出
し
て
お
り
、
再
延
長
を
す
る
場
合
 

c
 
既
に
延
長
届
を
提
出
し
て
お
り
、
延
長
希
望
日
（
延
長
対

象
期
間
）
を
変
更
し
た
い
場
合
 

本
様

式
は

延
長

希
望

日
か

ら
起

算
し

て
３

か
月
前

の
日

か
ら
前
日
ま
で
に
（
た
だ
し
、
天
災
そ
の
他
そ
の
期
間
内

に
申

請
し

な
か

っ
た

こ
と

に
つ

い
て

や
む

を
得
な

い
理

由
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

理
由

の
や

ん
だ

後
１
か

月
が

経
過

す
る

日
ま

で
に

そ
の

理
由

を
記

し
た

書
面
を

添
え

て
）
提
出
し
て
下
さ
い
。
 

※
令

和
４

年
11
月

30
日
ま

で
に

提
出

し
た

場
合
は

、
提

出
期

限
に

関
わ

ら
ず

、
延

長
希
望

日
の
前

日
ま
で

に
提
出
し
た
も
の
と
み
な
し
ま
す
。
 

【
添
付
書
類
】
 

①
 
確
認
書
類
 事

業
所
の
状
況
に
関
す
る
書
類
（
出
向
元
事
業
主
）
  

○
 
生
産
指
標
の
確
認
の
た
め
の
書
類
 

生
産
量
要
件
を
比
較
す
る
期
間
の
、
月
ご
と
の
売
上
高
、
生

産
高
又
は
出
荷
高
を
確
認
で
き
る
「
月
次
損
益
計
算
書
」「

総
勘

定
元
帳
」
「
生
産
月
報
」
な
ど
の
書
類
 

 ②
 
確
認
書
類
 事

業
所
の
状
況
に
関
す
る
書
類
（
出
向
先
事
業
主
）
 

○
 
受
け
入
れ
て
い
る
派
遣
労
働
者
の
人
数
の
確
認
の
た
め
の
書

類
（
派
遣
労
働
者
を
受
け
入
れ
て
い
る
場
合
）
 

比
較

す
る

そ
れ

ぞ
れ

の
月

ご
と

の
月

末
の

人
数

を
確

認
す

る
 

こ
と
が
で
き
る
「
派
遣
先
管
理
台
帳
」
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【
出

向
実

施
計

画
（

変
更

）
届

（
出

向
先

事
業

主
）

 
出

向
先

が
自

治
体

の
場

合
の

記
載

例
】

 
                            

「
資
本
の
額

又
は
出
資
の
総
額

」
は
０
と

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

①
（

5）
（

6）
に
つ
き
ま
し
て
は

、
空
欄
で

差
し
支
え
ご

ざ
い
ま
せ
ん
。
 

「
企
業
規
模
」
は
空
欄
で

差
し
支
え
ご
ざ

い
ま
せ
ん
。
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【
支

給
申

請
書

 
出

向
先

が
自

治
体

の
場

合
の

記
載

例
】

  

出
向
元
事
業

主
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
す
 

べ
て
の

項
目
を

記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

②
（

6）
支
給
申
請
金
額
は

必
ず

0を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

②
（

1
1）

は
記
載
不
要
で
す

。 

②
（

5）
は
記
載
不
要
で
す

。
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P
.
2
7
に

記
載

の
(
1)

～
(
5)

に
つ

い
て

は
、
必
ず

記
載
し

て
く
だ

さ
い
。
 

【
出

向
協

定
書

 
独

立
性

が
認

め
ら

れ
な

い
事

業
主

間
で

行
う

出
向

の
場

合
 

作
成

例
】

 
  

 

本
作

成
例

は
あ

く
ま

で
例

示
の

一
つ

で
あ

り
、

実
際

の
協

定
書

の
作

成
に

あ
た

っ
て

は
、

出
向

元
事

業
主

・
労

働
組

合
等

の
代

表

者
の

双
方

で
協

議
を

お
願

い
し

ま
す

。
 

・
出

向
の

実
施

を
予

定
し

て
い

る
時

期
（

始
期
・
終
期

）
と

 
期

間
（

年
月

数
）

を
記
載
し

て
下
さ

い
。

 
・

出
向

労
働

者
が

複
数

お
り

時
期

・
期

間
の

パ
タ

ー
ン

が
複

数
あ

る
場

合
や

、
協

定
の

締
結

段
階

で
具

体
的

な
出

向
労

働
者

が
未

確
定

で
あ

る
な

ど
の

理
由

で
時

期
・
期
間

を
確
定

で
き

な
い

場
合

は
、
時

期
・

期
間

の
最

大
幅

及
び

そ
の

範
囲

内
で

の
各

出
向

労
働

者
の

予
定

期
間

（
２

年
以

内
に

限
る

）
を

記
載

す
る

こ
と

も
可

能
で
す

。
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【
出

向
先

事
業

所
別

調
書

 
（

独
立

性
が

認
め

ら
れ

な
い

事
業

主
間

出
向

の
場

合
）

 
記

載
例

】
 

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

に
よ

る
「

雇
用

調
整

」
が

目
的

で
あ

る
こ

と
を

明
記
す
る

と
と

も
に
、「

出
向

元
・
出

向
先

事
業
主

の
関

係
性
」・
「

ポ
ス

ト
」・
「

業
務

内
容

」「
時

期
」
・「

出
向

先
の

状
況

」
等

を
踏

ま
え

て
、

具
体

的
な

理
由

を
説

明
し
て
く

だ
さ

い
。
 

（
具
体
例

）
 

○
兄

弟
会

社
間

で
の

現
業

職
の

出
向

で
あ

り
、

従
前

か
ら

想
定

し
て

い
た

現
業

職
の
キ
ャ

リ
ア

パ
ス

と
は

異
な

る
 

○
親

会
社

か
ら

子
会

社
へ

の
管

理
職

の
出

向
で

は
あ

る
も

の
の

、
通

常
で

は
管

理
職

へ
の

出
向

で
あ

っ
た

と
こ

ろ
、

今
回

は
現
業

職
へ

の
出

向
で

あ
る
 

○
定

例
の

人
事

異
動

と
は

異
な

る
時

期
に

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

影
響

で
事

業
量

が
増

加
し

て
い

る
子

会
社

や
兄
弟

会
社

へ
の

出
向

で
あ

る
 

本
ガ

イ
ド

ブ
ッ

ク
の
「

資
本

的
、
経

済
的

、
組

織
的

関
連

性
等

か
ら

み
た

独
立

性
に

つ
い

て
」（

P.
1
1）

を
参

照
し

、
内

容
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
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【
出

向
実

施
計

画
（

変
更

）
届

（
出

向
先

事
業

主
）

 
独

立
性

が
認

め
ら

れ
な

い
事

業
主

間
出

向
の

場
合

 
記

載
例

】
 

本
ガ

イ
ド

ブ
ッ

ク
の
「

資
本

的
、
経

済
的

、
組

織
的

関
連

性
等

か
ら

み
た

独
立

性
に

つ
い

て
」（

P
.1

1）
を
参

照
し
、

内
容

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。
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【
支

給
申

請
書

 
独

立
性

が
認

め
ら

れ
な

い
事

業
主

間
出

向
の

場
合

 
記

載
例

】
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【
出
向
先
事
業
所
別
調
書
（
公
益
特
例
用
）
 
記
載
例
】
 

 
 

本
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク

の
「
公

益
の

目
的

の
た

め
に
大

量
の

被
保
険

者
を
出

向
さ

せ
る
場

合
に
つ

い
て

」（
P
.８

）
を

ご
参
照

く
だ
さ

い
。

 
｢
は
い

｣の
場
合
は

出
向

の
目

的
が

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス
感

染
症
に

係
る

ワ
ク

チ
ン

集
団
接

種
・
大

規
模

接
種
や
Ｐ

Ｃ
Ｒ
検

査
等

、
国

や
地

方
公

共
団

体
等

か
ら

発
注

さ
れ

た
公

益
性

の
高

い
事

業
に

従
事

さ
せ

る
た

め
で
あ
る

こ
と
を

具
体

的
に

説
明

し
て

く
だ

さ
い

。
 

出
向

を
予

定
し

て
い

る
す

べ
て

の
労

働
者

毎
に

（
１
）
～
（
５

）
に
つ
い

て
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。
な

お
、

公
益

特
例
に

よ
り
計

画
届

を
提

出
す

る
場

合
は
、

１
の

判
定

基
礎

期
間

あ
た

り
30

人
以

上
の

対
象

労
働

者
を
出
向

さ
せ
る

必
要
が

あ
り

ま
す

。
15
人

目
以

降
は

出
向
先

事
業
所
別

調
書
（

公
益

特
例

用
）
続

紙
に

記
載

し
て
く
だ

さ
い
。
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【
出
向
実
施
計
画
（
変
更
）
届
（

出
向
先
事
業
主
）

(
公
益
特
例
用

)
 

記
載

例
】
 

本
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク

の
「
公

益
の

目
的

の
た

め
に
大

量
の

被
保
険

者
を
出

向
さ
せ

る
場

合
に
つ

い
て

」（
P
.８

）
を

ご
参
照

く
だ
さ

い
。

 
｢
は
い

｣の
場
合
は

出
向

の
目

的
が

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス
感

染
症
に

係
る
ワ

ク
チ

ン
集

団
接

種
・
大

規
模

接
種
や
Ｐ

Ｃ
Ｒ
検

査
等

、
国

や
地

方
公

共
団

体
等

か
ら

発
注

さ
れ

た
公

益
性

の
高

い
事

業
に

従
事

さ
せ

る
た

め
で
あ
る

こ
と
を

具
体
的

に
説

明
し

て
く

だ
さ

い
。
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【
支
給
申
請
書
（
変
更
）
届
（
出
向
先
事
業
主
）
(
公
益
特
例
用
)
 
 

様
式

公
特

第
1
号

別
紙

1
の

①
(6
)
お

よ
び

様
式

公
特

第
２

号
の

①
(
10
)
に

記
載

し
た

と
お

り
の

出
向

を
行

っ
た
か
ど

う
か
に

つ
い
て

、「
は

い
」
又

は
「

い
い

え
」

の
ど
ち
ら

か
に
「

○
」
を

付
け

て
く

だ
さ

い
。
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【
復
帰
後
訓
練
実
施
計
画
（
変
更
）
届

 
記
載
例
そ
の
１
】

 

 
 

本
様
式
の
青
色
の
セ
ル
は
自
動
計
算
さ
れ
ま
す
。
 

事
業
所
で
選
任
し
て
い
る
職
業
能
力
開
発
推
進
者
（
職
業
能

力
開
発
促
進
法
第
１
２
条
）
に
つ
い
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
職

業
能
力
開
発
推
進
者
に
つ
い
て
は
、
P.
41
「
職
業
能
力
開
発
推
進

者
と
は
」
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
 

６
欄
及
び
７
欄
は
復
帰
後
訓
練
対
象
労
働
者
に
係
る
出
向
先

事
業
所
の
名
称
及
び
雇
用
保
険
適
用
事
業
所
番
号
を
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。
 

９
欄
は
、
復
帰
後
訓
練
対
象
労
働
者
に
受
け
さ
せ
よ
う
と
す

る
訓
練
の
実
施
形
態
に
該
当
す
る
も
の
全
て
に
「
○
」
を
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。
用
語
の
定
義
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。
 

・
事
業
所
内
訓
練
＝
出
向
元
事
業
主
自
ら
が
主
催
し
、
事
業
所

内
に
お
い
て
集
合
形
式
で
実
施
す
る
訓
練
を
い
う
。
外
部
講

師
の
活
用
や
社
外
の
場
所
で
行
わ
れ
る
訓
練
で
あ
っ
て
も
、

事
業

主
が

企
画

し
主

催
し

た
も

の
は

事
業

所
内

訓
練

と
す

る
。
 

・
事
業
所
外
訓
練
＝
公
共
の
職
業
能
力
開
発
施
設
、
学
校
教
育

法
上
の
教
育
機
関
、
各
種
学
校
、
専
修
学
校
、
認
定
職
業
訓
練

施
設
、
そ
の
他
事
業
主
団
体
等
が
主
催
し
て
い
る
訓
練
を
い

う
。
 

・
Of
f-
J
T
＝
生
産
ラ
イ
ン
又
は
就
労
の
場
に
お
け
る
通
常
の
生

産
活

動
と

区
別

し
て

業
務

の
遂

行
の

過
程

外
で

行
わ

れ
る

（
事
業
所
内
又
は
事
業
所
外
の
）
職
業
訓
練
を
い
う
。
 

・
e
ラ
ー
ニ
ン
グ
＝
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
な
ど
情
報
通
信
技
術
を
活

用
し
た
遠
隔
講
習
で
あ
っ
て
、
訓
練
等
の
受
講
管
理
の
た
め

の
シ
ス
テ
ム
（
Le
ar
ni
n
g 
Ma
n
ag
e
me
nt
 S
ys
t
em
）
に
よ
り
、

受
講
者
及
び
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
る
訓
練
担
当
者
と
の
双
方

に
よ
り
、
訓
練
等
の
進
捗
管
理
が
行
え
る
も
の
を
い
う
。
た
だ

し
、
定
額
制
サ
ー
ビ
ス
（
一
訓
練
当
た
り
の
対
象
経
費
が
明
確

で
な
く
、
か
つ
同
額
で
複
数
の
訓
練
を
受
講
で
き
る
サ
ー
ビ

ス
）
で
実
施
さ
れ
る

e
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
助
成
対
象
外
と
す
る
。 

 
 

・
通
信
制
＝
通
信
の
方
法
に
よ
り
、
一
定
の
教
育
計
画
の
下
に
、

教
材
、
補
助
教
材
等
を
受
講
者
に
送
付
し
、
必
要
な
指
導
者

が
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
設
問
回
答
、
添
削
指
導
、
質
疑
応
答
等

を
行
う
も
の
を
い
う
。
 

訓
練
の
実
施
期
間
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
復
帰
後
訓

練
対
象
労
働
者
の
出
向
終
了
日
の
翌
日
か
ら
３
か
月
以
内
に
訓

練
を
開
始
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
訓
練
の
実
施
期
間
が
６
か

月
以
内
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
 

総
訓
練
時
間
に
は
、
計
画
し
た
訓
練
計
画
の
日
数
と
総
訓
練

時
間
数
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
e
ラ
ー
ニ
ン
グ
・
通
信
制
に
よ

り
実
施
す
る
訓
練
時
間
は
、
総
訓
練
時
間
か
ら
除
い
て

記
載
し

て
く
だ
さ
い
。
 

e
ラ
ー
ニ
ン
グ
・
通
信
制
に
よ
り
実
施
す
る
訓
練
時
間
を
記
載

し
て
く
だ
さ
い
。
 

事
業
所
内
訓
練
で
外
部
講
師
を
招
く
場
合
に
は
そ
の
講
師
の

氏
名
と
所
属
を
、
事
業
所
外
訓
練
の
場
合
は
訓
練
の
実
施
機
関

の
名
称
と
住
所
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
複
数
あ
る
場
合
は
全

て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

＜
職
業
名
＞
に
は
、
厚
生
労
働
省
編
職
業
分
類
表
 

（
ht
tp
s
:/
/
ww
w
.h
e
ll
o
wo
r
k.
m
hl
w
.g
o
.j
p
/i
n
fo
/
mh
l
w_
j
ob
_
di

c
ti
o
na
r
y.
h
tm
l）

に
よ
る
も
の
を
細
分
類
（
３
桁
-２

桁
 
名
称
）

で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 ＜
産

業
名
＞

に
は
、

日
本

標
準

産
業
分

類
に

よ
る

も
の
を

小
分

類

（
ht
tp
s
:/
/
ww
w
.h
e
ll
o
wo
r
k.
m
hl
w
.g
o
.j
p
/i
n
fo
/
mh
l
w_
j
ob
_
di

c
ti
o
na
r
y.
h
tm
l）
（
３
桁
 
業
種
名
）
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 ＜
得
た
ス
キ
ル
・
経
験
＞
に
は
、
出
向
先
事
業
所
で
従
事
す
る
（
し

た
）
業
務
に
よ
り
新
た
に
得
る
（
得
た
）
ス
キ
ル
・
経
験
に
つ
い
て
、

具
体
的
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

○
○
担
当
 

 

復
帰
後
訓
練
計
画
は
訓
練
を
開
始
す
る
前
日

(※
)ま

で
（
可

能
で
あ
れ
ば
２
週
間
前
ま
で
を
目
処
）
に
以
下
の
書
類
と
併
せ

て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

※
令
和
４
年

11
月

30
日
ま
で
に
提
出
し
た
場
合
は
、
提
出
期

限
に
関
わ
ら
ず
、
訓
練
開
始
日
の
前
日
ま
で
に
提
出
し
た

も
の
と
み
な
し
ま
す
。
 

 ・
復
帰
後
訓
練
対
象
労
働
者
一
覧
（
様
式
第

14
号
別
紙
）
 

・
Of
f
-J
T
の
実
施
内
容
等
を
確
認
す
る
た
め
の
書
類
（
確
認

書
類

(1
)）

 
 
①
実
施
主
体
の
概
要
、
目
的
、
内
容
、
実
施
期
間
、
場
所

等
の
わ
か
る
書
類
（
事
前
に
復
帰
後
訓
練
対
象
労
働
者

に
配
布
し
た
も
の
等
）
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
等

 
 

②
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
（
写
）
ま
た
は
１
級
の
技
能
検

定
合
格
証
書
（
写
）（

事
業
所
内
訓
練
を
部
内
講
師
に

よ
り
行
う
場
合
か
つ
当
該
講
師
が
該
当
す
る
場
合
）
 

 
〇
事
業
所
内
訓
練
を
実
施
す
る
場
合
の
み

 

・
様
式
第

15
-1
号

Of
f
-J
T
部
内
講
師
要
件
確
認
書
 

（
部
内
講
師
に
よ
り
行
う
場
合
の
み
）
 

・
様
式
第

15
-2
号

Of
f
-J
T
部
外
講
師
要
件
確
認
書
 

（
部
外
講
師
を
招
い
て
行
う
場
合
の
み
）
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【
復
帰
後
訓
練
実
施
計
画
（
変
更
）
届

 
記
載
例
そ
の
２
】

 

 
 

生
産
性
向
上
の
見
込
み
に
つ
い
て
記
載
が
難
し
い
場
合
は
、
次

の
計
算
式
を
参
考
に
す
る
な
ど
し
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
    

※
１
付
加
価
値
と
は
、
企
業
の
場
合
「
営
業
利
益
＋
人
件
費
＋
減

価
償
却
費
＋
動
産
・
不
動
産
賃
貸
料
＋
租
税
公
課
」
の
式
で
計
算

さ
れ
ま
す
。
 

※
２
生
産
性
に
つ
い
て
解
説
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
 

（
ht
tp
s
:/
/
ww
w
.m
h
lw
.
go
.
jp
/
co
n
te
n
t/
0
00
7
59
7
61
.
pd
f
）
も

参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。（

本
助
成
金
に
は
、
当
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に

記
載
の
あ
る
「
生
産
性
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
の
助
成
の
割

増
等
」
は
あ
り
ま
せ
ん
）
 

事
業
所
に
お
い
て
、
事
業
拡
大
、
生
産
性
向
上
な
ど
を
行
う
上
で
、

現
在

ど
の

よ
う

な
人

材
を

必
要

と
し

て
い

る
の

か
を

記
載

し
て

く
だ
さ
い
。
 

訓
練
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
復
帰
後
訓
練
対
象
労
働
者
が
出

向
先
事
業
所
で
従
事
す
る
（
し
た
）
業
務
に
よ
り
新
た
に
得
た
（
得

る
）
ス
キ
ル
が
ど
の
よ
う
に
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
の
か
を

記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

1
6欄

は
、
届
出
に
当
た
り
、
下
記
の
【
復
帰
後
訓
練
対
象
労
働
者
及

び
支
給
対
象
事
業
主
に
関
係
す
る
主
な
要
件
】
の
記
載
内
容
に
つ
い
て

出
向
元
事
業
主
が
承
知
し
て
い
る
場
合
は
✔
を
し
て
く
だ
さ
い
。
 

【
復
帰
後
訓
練
対
象
労
働
者
及
び
支
給
対
象
事
業
主
に
関
係
す
る
主
な

要
件
】
 

復
帰
後
訓
練
助
成
は
、
出
向
元
事
業
所
に
復
帰
し
た
対
象
労
働
者
に

対
し
て
訓
練
を
行
っ
た
場
合
に
助
成
を
行
う
も
の
で
す
。
 

そ
の
た
め
、
訓
練
終
了
後
に
支
給
申
請
の
審
査
を
行
っ
た
結
果
、
支

給
対
象
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
承
知
お
き
く
だ
さ
い
。
 

復
帰
後
訓
練
対
象
労
働
者
及
び
支
給
対
象
事
業
主
に
関
係
す
る
主
な

要
件
は
以
下
の
と
お
り
で
す

 。
 

１
 
復
帰
後
訓
練
対
象
労
働
者
に
関
す
る
も
の
 

(
1)

 
計

画
届

に
基
づ

く
出

向
の

終
了
後

に
出

向
元

事
業

所
に
復

帰
し
て
い
る
こ
と
。
 

 
(2
) 

復
帰
後
訓
練
計
画
に
基
づ
い
て
訓
練
を
受
講
す
る
こ
と
。
 

 
(3
) 

訓
練
計
画
時
間
数
の
８
割
以
上
を
受
講
し
て
い
る
こ
と
。
 

２
 
支
給
対
象
事
業
主
に
関
す
る
も
の
 

(
1)

 
復
帰

後
訓

練
対

象
労
働

者
に

対
す

る
訓
練

実
施

期
間

中
の

賃
金
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と
。
 

(
2)
 
復
帰
後
訓
練
対
象
労
働
者
を
、
訓
練
終
了
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
６
か
月
を
超
え
て
継
続
し
て
雇
用
し
て
い
る
こ
と
。

 
 

(
3)
 
復
帰
後
訓
練
対
象
労
働
者
に
つ
い
て
、
支
給
決
定
時
ま
で
の

間
に
、
事
業
主
都
合
に
よ
る
解
雇
等
（
退
職
勧
奨
を
含
む
。）

を

し
て
い
な
い
こ
と
。
な
お
、
解
雇
等
と
は
、
労
働
者
の
責
め
に
帰

す
べ
き
理
由
に
よ
る
解
雇
、
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由

に
よ
り
事
業
の
継
続
が
不
可
能
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
解
雇
以

外
の
解
雇
に
勧
奨
退
職
等
を
加
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
雇
用
保

険
被
保
険
者
資
格
喪
失
の
確
認
の
際
に
喪

失
原
因
が
「
３
」
と

判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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【
復
帰
後
訓
練
対
象
労
働
者
一
覧

 
記
載
例
】
 

 
 

本
様

式
の

青
色

の
セ

ル
は

様
式

第
14
号

に
入

力
し

た
内

容
等

が
自
動
で
入
力
さ
れ
ま
す
。
 

エ
ク

セ
ル

を
使

用
し

て
作

成
す

る
方

は
オ

レ
ン

ジ
色

の
セ

ル
の

み
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。
 

１
欄
～
２
欄
は
、
訓
練
を
実
施
す
る
出
向
元
事
業
所
に
お
け

る
事
項
を
そ
れ
ぞ
れ
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

３
欄
は
、
復
帰
後
訓
練
実
施
計
画
（
変
更
）
届
（
様
式
第

14
号
）

に
基
づ
き
、
出
向
元
事
業
所
に
復
帰
後
に
訓
練
を
実
施
す
る
者

に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

復
帰
後
訓
練
計
画
は
復
帰
後
訓
練
対
象
労
働
者
ご
と
に
作
成

す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
こ
の
様
式
に
記
載
す
る
労
働
者
数
は

原
則
１
人
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
出
向
先
事
業
所
が
同
一
で
あ

っ
て
、
当
該
出
向
先
事
業
所
に
お
い
て
同
一
の
業
務
に
従
事
す

る
（
し
た
）
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
訓
練
の
内
容
が
同
一
で
あ
る

場
合
は
、
複
数
の
復
帰
後
訓
練
対
象
労
働
者
を
一
の
復
帰
後
訓

練
計
画
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
は
、
２
人
以

上
の
労
働
者
を
記
載
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
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【
OF

F
-
JT

部
内
講
師
要
件
確
認
書

 
記
載
例
】
 

 
 

自
社
従
業
員
で
あ
る
部
内
講
師
に
よ
り
職
業
訓
練
を
実
施
す

る
場
合
に
は
、
当
該
講
師
が
次
の
①
～
③
の
い
ず
れ
か
の
要
件

を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
部
内
講
師
は
、
職
業
訓
練

の
実
施
し
た
日
に
出
勤
状
況
・
出
勤
時
刻
を
確
認
で
き
る
事
が

必
要
で
す
。
 

①
当
該
職
業
訓
練
の
内
容
に
直
接
関
係
す
る
職
種
に
係
る
職
業

訓
練
指
導
員
免
許
を
有
す
る
者
 

②
当
該
職
業
訓
練
の
内
容
に
直
接
関
係
す
る
職
種
に
係
る
１
級

の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
 

③
当
該
職
業
訓
練
の
科
目
・
職
種
等
の
内
容
に
つ
い
て
専
門
的

な
知
識
又
は
技
能
を
有
す
る
指
導
員
又
は
講
師
（
当
該
分
野

の
職
務
に
係
る
実
務
経
験
（
講
師
経
験
は
含
ま
な
い
。）

が
10

年
以
上
の
者
）
 

✔
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【
OF

F
-
JT

部
外
講
師
要
件
確
認
書

 
記
載
例
】
 

  
 

✔
 

自
社

従
業

員
以

外
の

者
で

あ
る

部
外

講
師

に
よ

り
職

業
訓

練
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
当
該
講
師
が
次
の
い
ず
れ
か
の
要

件
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

①
「
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
」
、
「
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学

校
」
、
「
能
力
開
発
促
進
法
第

15
条
の
７
第
１
項
た
だ
し
書
き

に
規
定
す
る
職
業
訓
練
を
行
う
施
設
」
、
「
認
定
職
業
訓
練
を

行
う
施
設
」、
「
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
等
」、
「
学
校
教
育
法

第
12
4条

の
専
門
学
校
」
又
は
「
同
法
第
1
34
条
の
各
種
学
校
」

に
所
属
す
る
指
導
員
等
 

②
当
該
職
業
訓
練
の
内
容
に
直
接
関
係
す
る
職
種
に
係
る
「
職

業
訓
練
指
導
員
免
許
を
有
す
る
者
」
又
は
「
１
級
の
技
能
検
定

に
合
格
し
た
者
」
 

③
当
該
職
業
訓
練
の
科
目
・
職
種
等
の
内
容
に
つ
い
て
専
門
的

な
知
識
又
は
技
能
を
有
す
る
指
導
員
又
は
講
師
で
あ
っ
て
、

当
該
分
野
の
職
務
に
係
る
「
指
導
員
・
講
師
経
験
が
３
年
以
上

の
者
」
 

④
当
該
職
業
訓
練
の
科
目
・
職
種
等
の
内
容
に
つ
い
て
専
門
的

な
知
識
又
は
技
能
を
有
す
る
指
導
員
又
は
講
師
で
あ
っ
て
、

当
該
分
野
の
職
務
に
係
る
「
実
務
経
験
（
講
師
経
験
は
含
ま
な

い
。
）
が

10
年
以
上
の
者
」
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【
支
給
申
請
書
（
復
帰
後
訓
練
助
成
）

 
記
載
例
】
 

 

 
 

支
給
申

請
額

及
び
対

象
者

数
を

記
入

し
て
く
だ

さ
い
。
な

お
、
支

給
申
請

額
は

、
届
け

出
た
復
帰

後
訓
練

計
画
に

基
づ

き
訓
練

を
実
施
し

た
全
て

の
復
帰

後

訓
練
対
象

労
働
者
に

係
る
復

帰
後
訓

練
支
給
申
請
額
内
訳
（
様
式
第

17
号
）
８
欄

の
合
計
額

を
記
入
し

て
く
だ

さ
い
。

ま

た
、
対
象
者
数
に
は
、
当
該
合
計
額
の
対

象
と
な
る

復
帰
後
訓

練
対
象

労
働
者

の
人
数
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

【
同
時
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
】
 

 (
1)
様
式
第

17
号
復
帰
後
訓
練
支
給
申
請
額
内
訳
 

(
2)
様
式
第

18
号

Of
f-
JT

実
施
状
況
報
告
書
 

(
3)
様
式
第
6号

(5
)支

給
要
件
確
認
申
立
書
 

(
4)
共
通
要
領
様
式

 
支
払
方
法
・
受
取
人
住
所
届
 

(
5)
確
認
書
類

(2
)出

向
終
了
後
に
出
向
元
事
業
所
に
復
帰
し
て
い

る
こ
と
の
確
認
の
た
め
の
書
類
 

・
復
帰
後
訓
練
対
象
労
働
者
が
出
向
終
了
後
に
出
向
元
事
業
所

に
復
帰
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
労
働
者
名
簿
、
出
勤

簿
、
タ
イ
ム
カ
ー
ド
な
ど
の
書
類
 

(
6)
確
認
書
類

(3
)
復
帰
後
訓
練
実
施
期
間
中
の
賃
金
の
支
払
い
状

況
等
の
確
認
の
た
め
の
書
類
 

・
復
帰
後
訓
練
実
施
期
間
中
に
復
帰
後
訓
練
対
象
労
働
者
に
対

す
る

賃
金

が
支

払
わ

れ
て

い
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

賃
 

金
台
帳
な
ど
の
書
類
 

(
7)
確
認
書
類

(4
)支

給
対
象
と
な
る
訓
練
の
確
認
の
た
め
の
書
類
 

・
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

P.
4
9に

記
載
さ
れ
て
い
る
書
類
 

 
以
下
の
書
類
は
、
該
当
の
訓
練
を
実
施
し
た
場
合
に
必
要
と
な
り

ま
す
。
 

 〇
事
業
所
外
訓
練
を
実
施
し
た
場
合
 

(
1)
様
式
第

8号
支
給
申
請
合
意
書
（
訓
練
実
施
者
）
 

 〇
e
ラ
ー
ニ
ン
グ
ま
た
は
通
信
制
に
よ
り
事
業
所
外
訓
練
を
実
施

し
た
場
合
 

(
1)
様
式
第

18
号

e
ラ
ー
ニ
ン
グ
訓
練
実
施
結
果
報
告
書
 

(
2)
様
式

19
号
通
信
制
訓
練
実
施
結
果
報
告
書
 

(
3)
確
認
書
類

(5
)e

ラ
ー
ニ
ン
グ
又
は
通
信
制
に
よ
る
事
業
所
外

訓
練
の
確
認
の
た
め
の
書
類
 

・
訓

練
の
受
講

を
修
了
し

た
こ
と
を
証
明

す
る
た
め

の
書

類
（
修
了
証
の
写
し
等
）
 

・
e
ラ

ー
ニ

ン
グ
に

よ
る

訓
練

の
実
施

状
況

が
分

か
る

書
類

（
LM
S
情
報
の
写
し
等
）（

e
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
よ
る
訓
練
の
場

合
に
限
り
ま
す
。
）
 

・
通
信
制
に
よ
る
訓
練
の
実
施
状
況
が
分
か
る
書
類
（
教
育
訓

練
機
関
に
提
出
し
た
添
削
課
題
の
写
し
等
）
（
通
信
制
に
よ

る
訓
練
の
場
合
に
限
り
ま
す
。）

 

復
帰

後
訓

練
計

画
が

終
了

し
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
か

月
が

経

過
し
た
日
以
降
、
当
該
日
か
ら
起
算
し

て
２

ヶ
月

が
経

過
す

る
日

ま
で

の
間

で
す
。
な
お
、
申
請
の
期
日
の
末
日
が

行
政
機
関
の
休
日
で
あ
る
場
合
は
、
そ

の
翌
開
庁
日
が
期
日
と
な
り
ま
す
。
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【
復
帰
後
訓
練
支
給
申
請
額
内
訳

 
記
載
例
】
 

本
様
式
の
青
色
の
セ
ル
は
自
動
計
算
さ
れ
ま
す
。
 

エ
ク
セ
ル
を
使
用
し
て
作
成
す
る
方
は
オ
レ
ン
ジ
色
の

セ
ル
の
み
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。
 

1
～

3
欄
に
つ
い
て
は
、
復
帰
後
訓
練
対
象
労
働
者

の
各
事
項
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。
 

4欄
に
つ
い
て
は
、
支
給
申
請
日
時
点
で
復
帰
後
訓

練
対
象
労
働
者
を
雇
用
し
て
い
る
場
合
は
✔
し
て
く

だ
さ
い
。
 

1
～

4
欄
に
つ
い
て
は
、
届
け
出
た
復
帰
後
訓
練
計

画
の
内
容
を
転
記
し
て
く
だ
さ
い
。
 

5欄
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
実
施
し
た
訓
練
の
開
始

日
と
終
了
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

6欄
は
、
実
際
に
訓
練
を
受
講
し
た
総
訓
練
時
間
数

の
内
訳
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。（

e
ラ
ー
ニ
ン
グ
又

は
通
信
制
に
よ
り
実
施
し
た
訓
練
は
除
き
ま
す
。
）
な

お
、
受
講
し
た
総
訓
練
時
間
数
は
、
Of
f
-J
T
実
施
状

況
報
告
書
（
様
式
第
18
号
）
４
欄
の

Of
f
-J
T
の
総
訓

練
受

講
時

間
数

と
そ

れ
ぞ

れ
合

致
さ

せ
て

く
だ

さ
い
。
 

7欄
は
、
実
際
に
訓
練
を
受
講
し
た
総
訓
練
時
間
数

（
所
定
労
働
時
間
内
）
の
内
訳
を
記
入
し
て
く
だ
さ

い
。
（
e
ラ
ー
ニ
ン
グ
又
は
通
信
制
に
よ
り
実
施
し
た

訓
練
は
除
き
ま
す
。
）
な
お
、
受
講
し
た
総
訓
練
時
間

数
（
所
定
労
働
時
間
内
）
は
、
Of
f-
JT

実
施
状
況
報

告
書
（
様
式
第
18
号
）
５
欄
の

Of
f
-J
T
の
総
訓
練
受

講
時
間
数
（
所
定
労
働
時
間
内
）
と
そ
れ
ぞ
れ
合
致
さ

せ
て
く
だ
さ
い
。
 

8欄
で
は
、
訓
練
に
係
る
支
給
申
請
額
を
算
定
し
ま
す
。
①

か
ら
④
の
計
算
は
次
の
よ
う
に
行
い
ま
す
。
 

①
欄

 
賃
金
助
成
 

1人
あ
た
り
の
時
間
単
価
は

90
0円

で
す
。
な
お
、
時
間

数
は

60
0時

間
を
限
度
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
以
下
の

a
ま
た
は

b
に
該
当
す
る
場
合
は
、
訓
練
時
間
数
に

は
含
め
ま
せ
ん
。
 

a 
e
ラ
ー
ニ
ン
グ
又
は
通
信
制
に
よ
り
実
施
さ
れ
た

事
業
所
外
訓
練
 

 
  
b
 

復
帰

後
訓

練
対

象
労
働

者
の
所

定
労

働
時
間

外

に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
訓
練
（
所
定
休
日
を
予
め

振
り
替
え
て
実
施
し
た
場
合
を
除
く
）
 

②
欄

 
経
費
助
成
（
事
業
所
内
訓
練
）
 

事
業
所
内
訓
練
で
支
給
対
象
と
な
る
経
費
は
、
a
外
部

講
師
の
謝
金
・
手
当
、
b
施
設
・
設
備
の
借
上
げ
費
、
c
教

材
費
・
教
科
書
代
で
す
。
a、

b、
c
を
合
計
し
た
額
を
総

受
講
者
数
の
値
で
除
し
て
支
給
見
込
額
を
算
出
し
ま
す
。

な
お
、
a
外
部
講
師
の
謝
金
・
手
当
は
、
１
時
間
当
た
り

３
万
円
を
限
度
と
し
ま
す
。
 

③
欄
 
経
費
助
成
（
事
業
所
外
訓
練
）
 

事
業
所
外
訓
練
で
支
給
対
象
と
な
る
経
費
は
、
訓
練

の
受
講
に
際
し
て
必
要
と
な
る
入
学
料
、
受
講
料
及
び

教
科
書
代
等
で
す
。
 

④
欄

 
経
費
助
成
の
合
計
額
 

②
欄
と
③
欄
の
合
計
額
で
す
。
た
だ
し
、
経
費
助
成
の

支
給
限
度
額
は
、
対
象
者
１
人
あ
た
り
に
つ
き
３
０
万

円
で
す
。
②
欄
と
③
欄
の
合
計
額
が
３
０
万
円
以
上
の

場
合
は
３
０
万
円
と
な
り
ま
す
。
 

こ
の
様
式
は
、
復
帰

後
訓
練
対
象
労
働
者
ご
と
に

作
成
し
て
く
だ
さ
い
。
 

9欄
の
支
給
申
請
額
は
、
8欄

で
算
出
し
た

Of
f
-

J
T
の
賃
金
助
成
及
び
経
費
助
成
に
対
す
る
助
成

の
合
計
額
で
す
。
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【
OF

F
-
JT

実
施
状
況
報
告
書
 
記
載
例
】
 

 
 

こ
の

様
式

は
、

OF
F
-J
T

に
よ

る
訓

練
の

実
施

状
況

に
つ

い
て

、
訓

練
の

受
講

者
及

び
訓

練
の

実
施

機
関

ご
と

に
作

成
し

て
く

だ
さ

い
。
な
お
、
e
ラ
ー
ニ
ン
グ

に
よ

り
事

業
所

外
訓

練
を

実
施
し
た
場
合
は
、
e
ラ
ー

ニ
ン

グ
訓

練
実

施
結

果
報

告
書
（
様
式
第

19
号
）
を
、

通
信

制
に

よ
り

事
業

所
外

訓
練

を
実

施
し

た
場

合
は

、
通

信
制

訓
練

実
施

結

果
報
告
書
（
様
式
第

20
号
）

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

こ
の
様
式
に
は
、
e
ラ
ー

ニ
ン

グ
又

は
通

信
制

に
よ

り
実

施
し

た
訓

練
の

実
施

状
況

は
記

載
し

な
い

で
く

だ
さ
い
。
 

２
欄
に
は
、
事
業
所
外
訓
練
を
実
施
す
る
場
合
は
教
育
訓
練
施
設
等
の
名
称
を

記
載
し
、
事
業
所
内
訓
練
で
外
部
講
師
を
招
聘
し
て
実
施
す
る
場
合
は
「
事
業
所

内
訓
練
（
外
部
講
師
）
」
と
記
載
の
上
、
外
部
講
師
の
所
属
と
氏
名
を
記
載
し
、

事
業
所
内
訓
練
を
自
ら
雇
用
す
る
従
業
員
を
講
師
と
し
て
実
施
す
る
場
合
は
「
事

業
所
内
訓
練
」
と
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

○
「
訓
練
実
施
時
間
帯
」
に
は
、
訓
練
実
施
日
に
お
け
る
訓
練
等
の
開
始
時
間
と

終
了
時
間
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

○
「
う
ち
除
外
時
間
数
」
に
は
、
昼
食
等
の
食
事
を
伴
う
休
憩
時
間
・
移
動
時
間
・

助
成
対
象
と
な
ら
な
い
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
等
の
時
間
等
の
合
計
を
記
載
し
て
く

だ
さ
い
。
 

○
「
実
訓
練
時
間
数
」
に
は
、
当
該
日
の
訓
練
時
間
数
か
ら
除
外
時
間
数
を
差
し

引
い
た
時
間
数
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
○
「
受
講
時
間
数
」
に
は
、
実
訓
練
時
間
数
の
う
ち
受
講
者
が
受
講
し
た
時
間
数

を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

○
「
受
講
時
間
数
（
所
定
労
働
時
間
内
）
」
に
は
、
受
講
時
間
数
の
う
ち
、
復
帰

後
訓
練
対
象
労
働
者
の
所
定
労
働
時
間
外
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
訓
練
（
所
定

休
日
を
予
め
振
り
替
え
て
実
施
し
た
場
合
を
除
く
。
）
を
含
ま
な
い
時
間
数
を

記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

○
「
実
施
内
容
」
に
は
、
訓
練
の
実
施
内
容
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
訓

練
等
を
受
講
し
て
い
な
い
時
間
が
あ
る
場
合
は
、そ

の
時
間
帯
及
び
内
容
を
当

欄
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

届
け
出
た
復
帰
後
訓
練
計
画
（
様
式
第

14
号
）
に
記
入
し
た
訓
練
の
名
称
を
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

４
欄
に
は
、

全
て
の
実

施
日
の
受

講
時

間
数

を
合
計
し
た
時
間
数
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

５
欄
に
は
、
全
て
の
実
施
日
の
受
講
時
間
数
（
所
定
労
働

時
間
内
）
を
合
計
し
た
時
間
数
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

８
欄
に
は
、

訓
練
を
実

施
し
た
教

育
訓

練
施

設
等

の
名
称
又
は
訓

練
を
実
施
し
た

外
部
講
師

の
所
属
と
名
称
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
復

帰
後
訓
練

対
象
労
働

者
が
直
筆

で
署

名
し

て
く
だ
さ
い
。
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【
e
ラ
ー
ニ
ン
グ
訓
練
実
施
結
果
報
告
書

 
記
載
例
】
 

  
 

１
～
４
欄
に
は
、

e
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
よ
る
訓
練
を
実
施
し

た
復
帰
後
訓
練
対
象
労
働
者
に
つ
い
て
、
事
業
主
が
記
載
し

て
く
だ
さ
い
。
 

６
欄
に
は
復
帰
後
訓
練
対
象
労
働
者
本
人
が
、
e
ラ
ー
ニ

ン
グ
に
よ
る
訓
練
に
よ
り
学
ん
だ
こ
と
を
、
出
向
先
事
業
所

で
従
事
し
た
業
務
に
よ
り
新
た
に
得
た
ス
キ
ル
・
経
験
と
の

関
連
性
と
と
も
に
、
具
体
的
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

学
ん

だ
こ

と
を

今
後

の
業

務
に

ど
の

よ
う

に
活

か
し

て
い

く
か
に
つ
い
て
も
、
具
体
的
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

復
帰
後
訓
練

対
象
労
働

者
本
人
が

直
筆

で
署

名
し
て
く
だ
さ
い
。
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【
通
信
制
訓
練
実
施
結
果
報
告
書

 
記
載
例
】
 

 

１
～
５
欄
に
は
、
通
信
制
訓
練
を
実
施
し
た
事
業
主
が
復
帰

後
訓
練
対
象
労
働
者
に
つ
い
て
、
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

６
欄
～
８
欄
に
は
復
帰
後
訓
練
対
象
労
働
者
本
人
が
、
実
施

し
た
通
信
制
訓
練
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

復
帰
後
訓
練

対
象
労
働

者
本
人

が
直
筆

で
署

名
し
て
く
だ
さ
い
。
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